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   第 ４ 回   熊本県議会  決算特別委員会会議記録 

 

令和２年10月16日(金曜日) 

午前10時０分開議 

            午前11時21分休憩 

            午後０時59分開議 

            午後２時30分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第35号 令和元年度熊本県一般会計歳

入歳出決算の認定について 

議案第36号 令和元年度熊本県中小企業振

興資金特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

議案第40号 令和元年度熊本県港湾整備事

業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第41号 令和元年度熊本県臨海工業用

地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

議案第48号 令和元年度熊本県高度技術研

究開発基盤整備事業等特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 議案第49号 令和元年度熊本県のチッソ株

式会社に対する貸付けに係る県債償還

等特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(12人) 

        委 員 長 田 代 国 広 

        副委員長 髙 木 健 次 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 小早川 宗 弘 

        委  員 磯 田   毅 

        委  員 河 津 修 司 

        委  員 西 山 宗 孝 

        委  員 竹 﨑 和 虎 

        委  員 池 永 幸 生 

        委  員 城 戸   淳 

        委  員 本 田 雄 三 

        委  員 荒 川 知 章 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

         部  長 藤 本   聡 

       政策審議監 

兼環境政策課長 松 岡 正 之 

        環境局長 小 原 雅 之 

      県民生活局長 無 田 英 昭 

     水俣病保健課長 原 田 義 隆

首席医療審議員 山 口 喜久雄 

     水俣病審査課長 坂 野 定 則 

    環境立県推進課長 財 津 和 宏 

      環境保全課長 葉 山 清 春 

      自然保護課長 前 田   隆 

    循環社会推進課長 小 原 正 巳 

  くらしの安全推進課長 田 元 雅 文 

      消費生活課長 枝 國 智 子           

男女参画・協働推進課長 木 村 和 子 

    人権同和政策課長 緒 方 克 治 

 商工労働部 

部 長 藤 井 一 恵 

政策審議監 

兼商工雇用創生局長 三 輪 孝 之 

産業振興局長 小 牧 裕 明 

商工政策課長 臼 井 洋 介 

商工振興金融課長 増 田 要 一 

首席審議員 

兼労働雇用創生課長 岡 村 郷 司 

産業支援課長 大 下   慶 

エネルギー政策課長 上 塚 恭 司 

企業立地課長 工 藤   晃 

観光戦略部 
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部 長 寺 野 愼 吾 

政策審議監 小金丸   健 

首席審議員         

兼観光交流政策課長 府 高   隆 

観光企画課長 脇   俊 也 

観光振興課長 川 嵜 典 靖 

販路拡大ビジネス課長 池 田 健 三 

――――――――――――――― 

出納局職員出席者 

    会計管理者兼出納局長 本 田 充 郎 

          会計課長 村 上   勲 

――――――――――――――― 

監査委員事務局職員出席者 

          局 長 冨 永 章 子 

         監査監 林 田 孝 二 

          監査監 松 岡 貴 浩 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 山 本 さおり 

       議事課主幹 岡 部 康 夫 

――――――――――――――― 

午前10時０分開議 

○田代国広委員長 おはようございます。 

 それでは、ただいまから第４回決算特別委

員会を開会いたします。 

 本日は、午前に環境生活部の審査を行い、

午後から商工労働部、観光戦略部の審査を行

うこととしております。 

 それでは、これより環境生活部の審査を行

います。 

 まず、執行部の説明を求めた後に、質疑を

受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いいたし

ます。 

 それでは、環境生活部長から決算概要の総

括説明を行い、続いて、担当課長から順次資

料の説明をお願いします。 

 初めに、藤本環境生活部長。 

 

○藤本環境生活部長 おはようございます。 

 令和元年度決算の説明に先立ちまして、前

年度の決算特別委員会において御指摘のあり

ました施策推進上改善または検討を要する事

項等のうち、環境生活部関係の事項につきま

して、その後の措置状況を御報告いたしま

す。 

 指摘事項として、「有害鳥獣の捕獲、自然

公園の施設整備等複数の部が所管する業務に

ついて、観光や農業等、関係各部・各課とさ

らに庁内の連携を図りながら、総合的な対策

を全庁的に行うこと。」という御指摘をいた

だきました。本件につきましては、環境生活

部、農林水産部、商工観光労働部の３部共通

事項となっておりました。 

 有害鳥獣の捕獲につきましては、鳥獣被害

対策に関する情報を収集、共有し、地域の主

体的な取組を支援するため、農林水産部、健

康福祉部、環境生活部、各広域本部、警察本

部で構成する熊本県農林水産業鳥獣被害対策

プロジェクト会議を設置し、関係各部の連携

強化に取り組んでおります。令和元年度から

は、新たに危機管理防災課を構成員とし、庁

内の連携、情報共有化をさらに進めていると

ころです。引き続き、このプロジェクト会議

を通じ、有害鳥獣への総合的な対策に取り組

んでまいります。 

 自然公園の施設整備については、昨年度、

上益城地域振興局管内において、地域振興や

観光振興を所管する総務振興課と連携し、イ

ンバウンドでの対応も念頭に、トイレの洋式

化等の改修を行ったところです。今後も、観

光等の視点も踏まえながら、関係各部と連携

し、対応してまいります。 

 御指摘に係る措置状況については以上でご

ざいます。 

 続きまして、環境生活部の令和元年度決算

の概要について御説明申し上げます。 

 説明資料の１ページをお願いいたします。 

 当部に関連する会計は、一般会計及び熊本
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県のチッソ株式会社に対する貸付けに係る県

債償還等特別会計の２会計でございます。 

 まず、歳入でございますが、最下段の予算

現額145億4,600万円余に対しまして、調定

額、収入済額は、ともに141億7,400万円余

で、不納欠損及び収入未済はございません。 

 また、予算現額と収入済額との差額であり

ます３億7,200万円余は、主にバイオマス利

活用推進事業における補助対象事業の実績減

に伴う国庫補助金の減及び事業繰越しによる

ものです。 

 次に、歳出でございますが、最下段の予算

現額224億4,100万円余に対しまして、支出済

額は214億2,500万円余、繰越額は５億400万

円余、不用額は５億1,100万円余でございま

す。 

 不用額が生じた主な理由は、バイオマス利

活用推進事業における補助対象事業の実績減

及び水俣病総合対策事業における療養費が当

初の見込みを下回ったことなどによるもので

す。 

 以上が令和元年度決算の概要でございま

す。 

 詳細につきましては、各課長が説明いたし

ますので、よろしく御審議のほどお願い申し

上げます。 

 

○田代国広委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いします。 

 

○松岡環境政策課長 環境政策課でございま

す。 

 最初に、今年度の定期監査において、環境

生活部への指摘事項はございませんでした。 

 それでは、環境政策課の決算について御説

明します。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 環境政策課は、一般会計における歳入があ

りませんので、歳出から御説明いたします。 

 上段の一般管理費は、災害対応等で人事課

から特別配当を受けました職員の時間外勤務

手当などでございます。この項目につきまし

ては、各部局の筆頭課に一括して計上するこ

ととなっております。 

 中段の公害対策費ですが、職員給与費のほ

か、環境生活部政策調整事業、水銀フリー推

進事業などでございます。 

 不用額284万円余につきましては、新型コ

ロナの影響によりまして、水銀フリー巡回展

の中止に伴う執行残などによるものでござい

ます。 

 下段の諸支出金は、後ほど説明いたします

が、チッソ株式会社に対する貸付けに係る県

債償還等特別会計への繰出金でございます。 

 続きまして、３ページをお願いいたしま

す。 

 ここからが、チッソ関連の特別会計となり

ます。 

 最初に、この特別会計の概要を御説明いた

します。 

 患者補償に必要な資金や水俣・芦北地域振

興財団等がチッソに対して行った資金の貸付

けに係る県債の償還などを円滑に行うための

特別会計でございます。 

 チッソへの金融支援につきましては、閣議

了解による支援策に基づきまして、県が患者

県債や一時金県債などを発行して貸付けを行

い、償還に当たりましては、チッソの経常利

益の中から県に返済を求めております。償還

が不足する場合は、その８割を国庫補助金、

残り２割を、全額交付税措置のあります特別

県債を発行して、県の財源に充当することと

なっております。 

 それでは、内容を説明させていただきま

す。 

 歳入につきましては、全ての項目で、不納

欠損、収入未済はございません。 

 ３ページ上段の公害防止事業費事業者負担

金は、水俣湾の公害防止事業、いわゆるヘド

ロ立替債に係るチッソ負担金でございます。 
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 款項目名ではちょっと分かりにくいですの

で、備考欄の説明書きを御参照いただければ

と思います。 

 中段のチッソ貸付金元金、その下の利子

で、合計11億2,400万円余は、水俣病認定患

者に対する補償の支払いのために、チッソに

貸し付けた貸付金の返済金でございます。 

 下段の旧水俣病問題解決支援財団への出資

費２億7,600万円余は、いわゆる平成７年の

一時金県債の元利償還のための繰入金でござ

います。 

 ４ページをお願いいたします。 

 上段の支援措置費の一般会計繰入金12億

5,300万円余は、特別県債の元利償還に必要

な資金の繰入れ、下段の一般会計繰入金７億

5,600万円余は、平成22年の特措法に基づき

ます一時金県債に係る元利償還の繰入金でご

ざいます。 

 歳入は以上でございます。 

 続いて、５ページ、歳出となります。 

 上段の水俣湾堆積汚泥処理事業費6,000万

円余は、水俣湾の公害防止事業に係るヘドロ

立替債の元利償還、下段のチッソ貸付費の５

億3,600万円余は、患者補償に係る県債の元

利償還に要する経費でございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 上段の水俣病問題解決支援財団出資費は、

元金、利子合わせて、計２億7,600万円余ご

ざいますが、平成７年一時金県債の元利償還

に要する経費でございます。 

 下段の支援措置費のうち国庫納付金は、チ

ッソからの支払い猶予債務に係る国庫返納金

で11億5,400万円余となっております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 上段の公債費12億5,300万円余は、特別県

債の元利償還に要する費用でございます。利

子償還に不用額20万3,000円ありますが、こ

れは、予算要求時点の想定利率と実際の約定

利率の差によるものでございます。 

 下段の一時金支払関係支援費７億5,600万

円余は、平成22年の特措法に伴う一時金県債

の元利償還でございます。 

 環境政策課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○原田水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 決算特別委員会説明資料の８ページをお願

いいたします。 

 歳入でございます。 

 不納欠損額、収入未済額はございません。 

 下から２段目、水俣病総合対策事業費補助

につきまして、予算現額と収入済額との差が

770万円余ございます。これは、主に胎児

性・小児性水俣病患者等の地域生活支援事業

において、補助事業者からの交付申請額が見

込みを下回ったためでございます。 

 ページ飛びまして、10ページをお願いいた

します。 

 歳出でございます。 

 公害保健費の不用額が１億9,000万円余ご

ざいます。不用額の主なものは、水俣病総合

対策費等扶助費１億1,000万円余、水俣病総

合対策事業2,500万円余でございます。いず

れも実績が見込みを下回ったことなどによる

ものでございます。 

 水俣病保健課は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○坂野水俣病審査課長 水俣病審査課でござ

います。 

 説明資料の11ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございます。 

 最上段に国庫支出金、４段目に諸収入を記

載しております。 

国庫支出金につきまして、記載のとおり、

不納欠損額及び収入未済額ともにございませ

ん。 

 表の２段目と３段目に国庫支出金の内訳を

記載しております。２段目の公害健康被害補
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償事業事務交付金で、収入済額が380万円余

予算現額を上回っております。これは、国庫

補助基準額の増額などによるものでございま

す。 

 次に、表の４段目、諸収入でございます。 

 諸収入につきましても、不納欠損額及び収

入未済額はございません。 

 続きまして、資料１枚おめくりいただきま

して、12ページをお願いいたします。 

 歳出についてでございます。 

 最下段の公害保健費でございますが、

5,984万円余の不用額が出ております。これ

は、右側の備考欄に記載のとおり、申請者数

の減少等に伴いまして、水俣病の検診等に係

る支出額が当初の見込みを下回ったことなど

によるものでございます。 

 なお、翌年度への繰越額はございません。 

 水俣病審査課の説明は以上でございます。 

 

○財津環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 説明資料の13ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、不納欠損、収

入未済はございません。 

 14ページをお願いいたします。 

 最上段の環境保全基金繰入金でございま

す。 

 予算現額に対しまして収入済額が380万円

余の減額となっております。これは、基金充

当事業において、実績額が所要見込額を下回

ったことにより、基金の取崩し額が減額とな

ったものでございます。 

 15ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 最下段の計画調査費でございますが、これ

は、主に企業局の工業用水道事業に対する一

般会計からの貸付金や地下水保全条例に基づ

く許可制度の運用その他地下水保全のための

事業を行うものでございます。不用額480万

円余は、入札や経費節減等に伴う執行残でご

ざいます。 

 16ページをお願いいたします。 

 ２段目の公害対策費でございます。これ

は、くまもとらしいエコライフ普及促進事業

など地球温暖化対策に関する事業や、環境セ

ンターにおきます運営事業などでございま

す。また、昨年度は、有明海の海域環境調査

を実施しまして、その調査の内容について、

大学の専門家による検討委員会等も実施して

おります。不用額1,090万円余は、主に入札

残や経費節減等に伴う執行残でございます。 

 最下段の工業用水道事業会計繰出金でござ

います。これは、企業局の工業用水道事業会

計に係る企業債元利償還金等に対して一般会

計から支出する繰出金でございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○葉山環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 説明資料の17ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、不納欠損額、

収入未済額はございません。 

 下段の水道関係費補助について、予算現額

と収入済額との差が4,508万円でございます

が、主に令和２年度に事業繰越しを行ったこ

とによるものでございます。 

 事業繰越しにつきましては、後ほど附属資

料により御報告いたします。 

 歳入は以上でございます。 

 ページを飛びまして、20ページをお願いい

たします。 

 次に、歳出でございますが、主なものを御

説明いたします。 

 まず、衛生費のうち、上から２段目の公害

対策費でございますが、これは、環境に著し

い影響を及ぼすおそれのある大規模開発に際

し、環境影響評価が実施される地域開発公共

事業について、環境に悪影響をもたらさない

よう事前に審査指導を行うとともに、関係機
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関との連絡調整を図るための環境影響評価

（審査）指導費などでございます。不用額15

5万円余につきましては、環境影響評価に関

わる審査会の開催件数が当初の見込みを下回

ったものでございます。 

 次に、３段目の公害規制費でございます

が、主な事業といたしましては、大気汚染防

止法に基づき、県内35か所の測定局におい

て、光化学オキシダントやＰＭ2.5等の大気

汚染物質の常時監視を行っております大気汚

染監視調査事業、原子力規制庁からの委託事

業であります環境放射能水準調査、海域、河

川及び地下水の水質環境監視事業等でござい

ます。不用額1,383万円余につきましては、

入札及び経費節減に伴う執行残でございま

す。 

 次に、下段の環境整備費でございます。 

 主な事業といたしましては、市町村が実施

する水道施設の整備等に対して補助する水道

施設整備事業、上天草・宇城水道企業団の企

業債利子償還に対して補助する水道広域化施

設整備利子補給事業、水道法に基づく事業認

可や指導監督、飲用井戸の衛生対策等を行う

上水道費等でございます。 

 最後に、繰越事業について御説明いたしま

す。 

 別冊の附属資料の１ページをお願いいたし

ます。 

 水道施設整備事業でございますが、事業を

実施する上天草市におきまして、工事に伴う

特注品の入手に時間を要したことにより、年

度内に工事が完了しなかったことによるもの

でございます。 

 なお、工事は、本年９月末に完了しており

ます。 

 環境保全課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○前田自然保護課長 決算特別委員会説明資

料の21ページをお願いいたします。 

 まず、歳入ですが、不納欠損、収入未済は

ございません。 

 主なものを御説明します。 

 １ページめくっていただいて、22ページを

お願いいたします。 

 ２段目の自然環境整備交付金、これは、国

立公園内の施設整備等に対する国の交付金で

すが、予算現額に比べて１億5,600万円余の

減収となっています。これは、満喫プロジェ

クト事業などの繰越しによる減でございま

す。 

 次に、23ページ中ほどになりますが、諸収

入の自然公園景観改善受託事業収入が9,000

万円余の減収となっております。これは、阿

蘇駅前無電柱化事業を繰り越したために、減

額となったものでございます。 

 なお、繰越しにつきましては、後ほど説明

いたします。 

 25ページをお願いいたします。 

 歳出に関する調べでございます。 

 観光費は、国立公園内の施設整備等に関す

る事業ですが、1,300万円余の不用額は、大

観峰園地の転落防止柵などの入札に伴う執行

残でございます。 

 続きまして、附属資料の２ページをお願い

いたします。 

 繰越しでございます。 

 令和元年度繰越事業調べの明許繰越しで

す。 

 国立公園における国際化・老朽化対策等整

備交付金事業のうち、２段目の天草市竜洞山

野営場は、トイレの改修を行う天草市に補助

するもので、1,000万円余を繰り越しており

ますが、トイレの設置位置や規模構造等に検

討を要したため、繰越しとなったものです。 

 次の栴檀轟園地は、橋梁を架け替えるもの

で、3,600万円余を繰り越しておりますが、

橋梁の工法検討及び設計積算に時間を要した

ため、繰越しとなったものです。 

 阿蘇駅前は、駅前の無電柱化を行う阿蘇市
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の市道工事についてのもので、9,000万円余

を繰り越しておりますが、新型コロナの影響

により、民地への引込み管の位置等について

地権者との調整に期間を要したため、繰越し

となったものです。 

 続きまして、３ページをお願いします。 

 国立公園満喫プロジェクト推進事業のう

ち、１番目の大観峰園地は、トイレ改修を行

うもので、5,700万円余を繰り越しておりま

すが、これは、トイレ排水の工法検討や地元

関係者の調整に期間を要したため、繰越しと

なったものです。 

 栃ノ木草千里線道路は、草千里展望駐車場

ののり面復旧を行うもので、3,200万円余を

繰り越しておりますが、入札不調により設計

見直しが必要となったため、繰越しとなった

ものです。 

 菊池渓谷園地は、休憩所の建て替えを行う

もので、3,300万円余を繰り越しております

が、休憩所の材料選定や工法検討に時間を要

したため、繰越しとなったものです。 

 草千里展望所ほかについては、案内板を数

か所設置するもので、1,600万円余を繰り越

しておりますが、案内板の設置位置や表示内

容等の検討に期間を要したため、繰越しとな

ったものです。 

 阿蘇市中岳中央火口園地は、阿蘇山上見学

エリアの拡大を行う阿蘇市に補助するもの

で、3,500万円余を繰り越しておりますが、

これは、国の交付決定が年度末になり、年度

内の事業完了が見込めなかったため、繰越し

となったものです。 

 次の阿蘇駅前は、駅前の無電柱化を行う阿

蘇市に補助するもので、前ページの御説明と

同じ工事でございまして、3,700万円余を繰

り越しておりますが、これは、阿蘇市に対す

る県の補助で、繰越しの理由は、先ほどと同

様で、新型コロナの影響で、民地への引込み

等の位置について、地権者との調整に時間を

要したため、繰越しとなったものです。 

 菊池渓谷園地は、菊池渓谷の遊歩道拡幅工

事を行う菊池市に県が補助するもので、

2,500万円余を繰り越しておりますが、測量

設計の結果、資材等の準備に期間を要したた

め、繰越しとなったものです。 

 池の窪・白川水源は、南阿蘇村が行う歩道

整備等工事に対する県補助で、3,200万円余

を繰り越しておりますが、関係者調整に時間

を要し、適正な工期の確保が困難となったた

め、繰越しとなったものです。 

 なお、今御説明申し上げました阿蘇駅前、

菊池渓谷園地、池の窪・白川水源の３事業に

つきましては、左の財源内訳の欄が漏れてお

りますが、その他の欄に、それぞれ3,728万

1,000円、2,547万4,000円、3,207万3,000円

が漏れておりました。申し訳ございませんで

した。 

 次のページをお願いいたします。４ページ

でございます。 

 事故繰越でございます。 

 １段目の国立公園満喫プロジェクト推進事

業は、最初の九州自然歩道兜岩線で1,000万

円余を繰り越しておりますが、復興需要の継

続により施工業者における資材の確保に期間

を要したため、繰越しとなったものです。事

業は既に完了しております。 

 国立公園満喫プロジェクト推進事業の国補

正分の古坊中駐車場でございますが、これ

は、駐車場の改修、トイレの改修を行ってお

りますが、復興需要の継続により施工業者に

おける資材確保に時間を要したため、繰越し

となったもので、事業は既に完了しておりま

す。 

 自然保護課は以上です。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○小原循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。 

 説明資料にお戻りをいただきまして、26ペ

ージお願いいたします。 
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 歳入につきまして、不納欠損及び収入未済

はございません。 

 以下、歳入の主なものについて御説明申し

上げます。 

 まず、使用料及び手数料につきまして、３

段目の産業廃棄物処理業許可申請手数料は、

予算現額に比べ407万円余の増となっており

ます。これは、申請件数が当初の見込みを上

回ったことによるものでございます。 

 続いて、27ページお願いいたします。 

 国庫支出金につきまして、３段目の地方創

生推進交付金が、予算現額に比べ7,215万円

余の減となっております。これは、補助対象

事業の実績減によるものでございますが、後

ほど歳出の関係で御説明いたします。 

 続きまして、飛んでいただきまして、30ペ

ージお願いいたします。 

 歳出につきまして、主なものを御説明申し

上げます。 

 中段の公害対策費につきまして、主な内容

は、当課職員の給与やバイオマス利活用の推

進に要する経費です。不用額の１億4,566万

円余につきましては、主にバイオマス利活用

推進事業関係で、建材製造の原料となります

竹の集積場及び機器の整備実績減によるもの

でございます。 

 下段の環境整備費につきまして、主な内容

は、災害廃棄物処理基金補助事業と記載して

おりますが、熊本地震の災害廃棄物を処理す

る市町村に対する補助でございます。災害廃

棄物処理は終了しており、基金補助事業の２

つ目に、国庫返納金の分も記載してございま

す。不用額の2,812万円余につきましては、

主に委託業務の入札残や経費節減によるもの

でございます。 

 続きまして、別冊の附属資料をお願いいた

します。 

 ５ページでございます。 

 令和元年度の繰越事業調べでございます。 

 表の左方記載の明許繰越分として、リサイ

クル製品等利用促進事業につきまして、

1,630万円を本年度に繰り越しております。

これは、補助対象事業者が廃プラスチックを

固形燃料化する施設の設置に必要な手続に不

測の日数を要したことによるものです。 

 なお、事業者が計画を見直し、補助対象施

設を設置不要とされましたので、申請取下げ

の予定でございます。 

 続いて、６ページお願いいたします。 

 こちらは、事故繰越分のリサイクル製品等

利用促進事業で、140万円を本年度に繰り越

しております。これは、新型コロナウイルス

の影響により、補助対象事業者が工場内で廃

プラスチックを再利用するための機材の動作

確認などをすることが困難となり、調達に不

測の日数を要したことによるものでございま

す。現在、年度内執行に向けまして、補助対

象事業者と協議を行い、機材の製造調整を進

めております。 

 説明、以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

○田元くらしの安全推進課長 くらしの安全

推進課でございます。 

 説明資料に基づき、御説明をさせていただ

きます。 

 資料の31ページをお願いいたします。 

 まず、歳入に関する調べでございますが、

不納欠損額、収入未済額はございません。 

 次に、32ページをお願いいたします。 

 歳出に関する調べでございます。 

 交通安全対策促進費でございますが、交通

安全推進連盟等への補助や交通事故相談業務

など、交通安全総合対策の推進に係る経費で

ございます。 

 なお、不用額76万円余は、交通事故相談所

の人件費等の執行残でございます。 

 次に、最下段の諸費は、県民の防犯意識を

高めるための広報、啓発などの犯罪の起きに

くい安全安心まちづくりの推進や犯罪被害者
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等支援、再犯防止推進に係る経費でございま

す。不用額249万円余は、経費節減と併せま

して、本年３月予定の会議を新型コロナ関連

で書面審議としたことに伴う会場使用料や報

償費などの執行残でございます。 

 次に、33ページをお願いいたします。 

 青少年育成費でございますが、青少年育成

県民会議への補助や青少年の台湾派遣、有害

環境調査やフィルタリング普及促進等の少年

保護育成条例の運用など、青少年の健全育成

推進に係る経費でございます。不用額79万円

余は、協議会開催、立入調査などに伴う執行

残でございます。 

 最後に、最下段の農業総務費は、食品表示

制度の啓発、指導や食の安全安心確保に係る

普及啓発、残留農薬等の食品検査に係る経費

でございます。不用額85万円余は、会場等使

用料の縮減、講師招聘を国費で行ったことに

よる縮減等に伴う執行残でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○枝國消費生活課長 消費生活課でございま

す。 

 資料の34ページをお願いいたします。 

 歳入でございますが、不納欠損及び収入未

済はございません。 

 主なものについて御説明いたします。 

 上から２段目の地方消費者行政強化交付金

におきまして、予算現額に対し収入済額が

319万円の減となっております。これは、当

初の見込額を実績額が下回ったためでござい

ます。 

 ページ飛びまして、36ページをお願いいた

します。 

 歳出でございます。 

 消費者行政推進費は、県消費生活センター

における消費生活相談や啓発、市町村の行う

消費者行政の補助金、多重債務者等への生活

再生支援などに要する事業経費でございま

す。不用額の616万円余につきましては、主

に市町村補助金の実績額が当初申請額を下回

ったこと及び経費節減等に伴う執行残でござ

います。 

 消費生活課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○木村男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。 

 資料の37ページをお願いいたします。 

 歳入でございますが、不納欠損額、収入未

済額はございません。 

 上から２段目の地域女性活躍推進交付金に

おきまして、予算現額と収入済額の差が51万

円余ございます。これは、事務費節減等によ

り実績額が見込額を下回ったことによるもの

でございます。 

 続きまして、38ページをお願いいたしま

す。 

 歳出でございます。 

 主なものを御説明します。 

 一番下の社会福祉総務費でございますが、

これは、主にくまもと県民交流館の管理運営

経費及び女性活躍促進事業を含めた男女共同

参画の推進のための事業経費でございます。 

 なお、不用額434万円余につきましては、

各事業の経費節減等に伴う執行残でございま

す。 

 男女参画・協働推進課は以上でございま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○緒方人権同和政策課長 人権同和政策課で

あります。 

 説明資料、39ページをお願いいたします。 

 歳入について、不納欠損額、収入未済額、

ともにありません。 

 40ページをお願いいたします。 

 歳出であります。 

 上から１段目、総務管理費、諸費でありま
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す。これは、人権広報・啓発事業に係るもの

であります。391万円余の不用額が生じてお

ります。経費節減や新型コロナによる会議の

中止による執行残であります。 

 続きまして、２段目、社会福祉総務費であ

ります。これは、地方改善事業等に係るもの

であります。92万円余の不用額が生じており

ます。経費節減に伴う執行残であります。 

 以上であります。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

○田代国広委員長 以上で環境生活部の説明

が終わりましたので、質疑を受けたいと思い

ます。 

 なお、質疑は、該当する資料名並びにペー

ジ番号を述べてからお願いいたします。 

 それでは、質疑ありませんか。 

 

○松田三郎委員 おはようございます。 

 説明資料といいますか、冒頭の部長の総括

説明のところでも触れられました、資料で言

いますと、説明資料、24ページから25ページ

ぐらいになると思いますが、実は私も以前か

ら同じようなことを考えておりまして、昨年

は、決算の委員ではございませんでしたの

で、ここに書いてあるようなの、初めて知り

ましたが、これは、例としてでしょうけれど

も、有害鳥獣の捕獲と自然公園の施設整備、

この事業、別に自然保護課がどうのこうのと

か、自然保護課長がどうのこうのという話じ

ゃございませんが、これらの事業に限らず、

ほかの部、課でも幾つかにまたがる事業はあ

るんだろうと思っております。 

 ただ、例えば、根拠となる法律がこれこれ

だからとか、あるいは所管する国の省庁が環

境省だから、じゃあ環境がするんだろうとか

いうような、安易にとは言いませんけれど

も、惰性とも言いませんけれども、ほかの部

署もあるかもしれませんが、やっぱり不断に

おいて、自分の課でこれはやるべき事業なの

か、そういう予算要望、県庁内で事業を組み

立てていくに当たって、あるいは実際の予算

を効率的に執行するに当たって、これは自分

の課でやるべきことだろうかというのを、不

断に継続して内部で検討していただく必要が

あるんだろうと思います。 

 御存じのように、熊本地震を経験し、ある

いはコロナを経験し、そして４月の豪雨災害

を経験して、来年度の予算で、既に財源不足

も予想されるということは、予算の中身はも

ちろんでございますが、さっき言ったよう

に、この部署でやらなきゃならないんだろう

かというのは、繰り返しになりますが、毎回

毎回やらなければならないんだろうと思って

おります。 

 たまたま、冒頭申し上げましたように、例

示のようで、この２つが挙げられまして、例

えば、有害鳥獣の捕獲、駆除等々につきまし

ては、これは、県でもいろいろやっていただ

いているのは重々認識をいたしております。

それでも市町村からは非常に要望の上位に、

特に中山間地域においては、要望の上位に来

るということであって、なかなか一生懸命や

っていただいてても、次から次に減らないと

いうところもあるんでしょう。 

 かつて、自然保護課長は林務出身の方がさ

れる、今の前田課長は事務屋さんでしたよ

ね。ある時期の課長に聞きますと、これは先

生、どんどんやりばなし捕って捕って撃ち殺

してよかですばいというような課長も、かつ

ていらっしゃいました。 

 別の時期には、先生、これ、名前が自然保

護課ですから、やっぱり適正に管理をすると

いうところがベースになりますという話とか

があって、リップサービスも含めてでしょう

けれども、若干軸足がその時期によって違う

ときもあるのかなと思って、もしかすると、

これはやっぱり農林水産部のほうが適してい

るのかなという時期もございました。 

 ただ、昨年の指摘をはじめとしまして、プ
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ロジェクト会議等々つくっていただいて、こ

れからもっと効果も出てくるんだろうと思っ

ております。 

 そういう意味では、例えば、さっき――冒

頭の質問に戻りますが、部長にお伺いします

けれども、この２つに限らず、例えば、組織

の問題ですから、人事課からのいろいろな相

談もあるかもしれませんし、あるいは、こう

いう委員会なり、決算委員会等々での指摘も

あるでしょうし、さっき言いました予算の中

身はもちろんでございますが、本当にこの環

境生活部の何々課でやるべき事業だろうかと

いうのを部内で、あるいは課内で何か検証な

り、検討していくというような、作業をする

ような、制度化してあるものとかなどってあ

るのかどうか、ちょっとお聞かせいただけれ

ばと思います。 

 

○藤本環境生活部長 冒頭に質問ありがとう

ございます。 

 私も、30年以上県庁に勤めてますけれど

も、なかなか組織の壁というのは、乗り越え

ていくときもあれば、なかなか乗り越えてい

けないときもあって大変難しいというのは、

これまで実感してきてますけれども、御質問

の点についてまず申しますと、特段そういう

常態的な検討作業というのをやっているわけ

ではございませんけれども、毎年毎年、組織

見直しというのがありますので、その時期に

各課からも意見を聴きながら、また、他部か

らも、こういう組織的な話もありますので、

そういうときに検討するというところであり

ます。 

 ただ、実際問題、仕事をする中では、他部

と連携してやらないといけないことがたくさ

んありまして、例えば、さっき自然保護課で

阿蘇駅前の無電柱化の話で繰越しの話があり

ましたけれども、あれ、もちろん県道と市道

というのがあって、県道のほうは土木部が当

然やりますので、阿蘇駅前、２本、ちょっと

市道と県道が走っているんですけれども、両

方やらないと全然意味がありませんもんです

から、そこはもう土木部とも連携して、県道

は土木部にお願いして、優先順位を高くして

もらって、同時期に施工するというところで

やりました。 

 それから、今回の９月議会でも松田委員か

らは御質問いただきましたけれども、犯罪被

害者等支援条例、あれも、うちが音頭取って

いますけれども、実際問題、警察とか、非常

に連携してやらないと非常に難しゅうござい

ますので、これも常日頃から連携しています

けれども、そういうことでやっております。 

 新しい課題が出てくれば、その都度その都

度、なかなか自分の守備範囲だけでやっても

片づかないもんですから、そこは、常にそう

いう連携の意識を持って対応していきたいと

思っております。 

 

○松田三郎委員 分かりました。 

 環境生活部、非常に、今日説明がありまし

たように、多岐にわたる部署でもございます

し、これ、また一般論でございますが、課長

によっては、一回自分のところで確保した予

算とか事柄は放したがらないとか、逆に新た

な仕事を言われるのが嫌で消極的になってと

いうところもないとは言えないと思いますん

で、例えば、冒頭の説明ありましたように、

この有害鳥獣対策だけでも農林水産部、健康

福祉部、そして広域本部、警察本部というふ

うに係るわけでございますので、例えば、か

つての総合政策局とか、いろいろな調整――

例えば、２つぐらいなら何とか呼びかけてで

きるでしょうが、３つも４つも５つも関係課

が集まるというのは非常に調整、連携も大変

なんだろうと、ここにさらっと書いてありま

すが、非常にそこでも時間、労力を使われる

んだろうと思っておりますので、これに限ら

ず、不断の努力によって効率的な予算執行が

できるように、引き続きお願いをしたいと思
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います。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○本田雄三委員 27ページの循環社会推進課

の地方創生推進交付金のところでちょっと教

えていただきたいんですけれども、部長の冒

頭の御挨拶にもございましたが、バイオマス

の利活用が予定よりか下回ったというふうな

状況のお話が記載してありますけれども、も

う少しちょっと具体的な内容というのを教え

ていただければと思います。よろしくお願い

します。 

 

○小原循環社会推進課長 御指摘の事業は、

バイオマス利活用推進事業でございますが、

今ありました27ページが歳入の分でございま

して、同様に、30ページの歳出のほうでバイ

オマス利活用推進事業、これが多うございま

す。 

 事業としては、バイオマスのうち、不用額

の関係、国からの補助の減、これにつきまし

ては、竹の利活用をして、収集して建材を造

って販売をしてという予定だったんですが、

それを、建材を造るときに、竹と杉、これを

混ぜて造る計画でございました。これが販売

を進めるに当たって、ＪＩＳ規格あたりを取

ると。そこにのせるためには、ちょっと竹を

混ぜる割合がすごく減ったものですから、こ

れが４・６で混ぜるところを１・９ぐらいに

なったものですから、それが非常に大きく減

ったという、事業としての減は、それが多う

ございます。そのために、関係の機材ですと

か集積場の箇所数とか、それが大幅に減った

ということでございます。 

 

○本田雄三委員 主な理由は、そういうとこ

ろということですね。じゃあ、ほかに複数件

あって大きくそれが影響したということでは

なくて、今おっしゃった部分の、ちょっと当

初の予定が少し変わったというところでござ

いますか。 

 

○小原循環社会推進課長 おっしゃいますと

おり、このバイオマス利活用推進事業のう

ち、そこの地方創生交付金を使いました今の

竹利用の事業、それの実績減がほとんどでご

ざいます。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○荒川知章委員 24ページの鳥獣保護費で、

指定管理鳥獣捕獲等事業なんですけれども、

主要な施策の成果のところで、75ページで、

イノシシとかニホンジカ、ＩＣＴを活用した

わなによる効果的捕獲事業の実施とか、追跡

銃やシャープシューティング、いろいろある

のを試行、検証したとありますけれども、地

元芦北とか、各地域で、イノシシとか鹿、か

なり困られている農家の方がたくさんいらっ

しゃるんですけれども、この検証の結果、効

果的なものというのは何か分かったこととか

ありますでしょうか。 

 

○前田自然保護課長 ただいま荒川委員から

の御質問ございましたけれども、イノシシに

つきましては、遠隔監視によるＩＣＴという

ことで、わなの中にイノシシが入ったら、ぱ

たっと下りて、それが連絡されて、わなを見

に行くとか、あと、簡易捕獲情報システムと

いうのも、カメラをつけといて、イノシシと

鹿が入っていくのを見られるということで、

そういったことは効果ありますので、今後拡

大していきたいというふうに今思っておると

ころでございます。 

 今荒川委員おっしゃったように、鹿、イノ

シシの数は大変増えておりますので、９月議

会での補正でも、鹿の捕獲頭数の補助もちょ

っと増額補正させていただきましたし、市町
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村の御協力を得ながら進めていきたいと思っ

ております。 

 

○荒川知章委員 ありがとうございます。 

 かなり困られている農家さんいらっしゃい

ますので、何か効果的な対策等があれば、各

市町村それぞれお話ししていただくとか、積

極的に対策をぜひよろしくお願いします。あ

りがとうございました。 

 

○西山宗孝委員 今決算の中で、この部に限

ってではないんですけれども、不用額という

項目が毎回課題に上ると思うんですが、これ

については、理由の中で、人件費の関係と

か、あるいは入札残であるとか、経費節減で

あるとかいう、そういう結果としてやむを得

ない数字だということと、もう一方では、８

ページの、例えばですけれども、一例ですけ

れども、不用の中で、水俣病の胎児性の方に

ついての申請が少なかったという、この項目

じゃなかったですかね、が１つあったんです

けれども、そういう健康的なことであると

か、あるいは積極的に事業を、経済あるいは

新しい事業のための推進をされてるというと

ころがやめたとか、あるいは全て使えなかっ

たとかいう、極論を言いますと、そういうグ

ループが２つ、下のほうと上のほうとあると

思うんですけれども、ただ一言に言って、見

込みが足りなかったということが時々出てく

るんですけれども、主管課は政策課になるん

ですかね。その辺りを、具体的に聞いてて、

ここはこういう理由でこうだったから不用に

なりましたというのはよく分かりますが、見

込み違いという何か表現があるんですけれど

も、それについて説明いただければと思いま

す。 

 

○原田水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 委員からお尋ねがありました、こちらの予

算現額と収入済額との比較で、見込みを下回

ったというところでございますけれども、こ

ちらの理由としましては、年度当初では、こ

れは、在宅、家にいながら生活される胎児

性・小児性患者さん方へのケアに係る部分で

ございますけれども、年度の途中で施設に入

所されて、それで在宅に要する費用が減った

ということですとか、あるいは緊急で夜間と

かの介護が必要になるときに備えて積んでお

りました予算が、結果的にはそういった御利

用がなかったために、予算がそこは不用にな

ったといったものを落としたものでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○西山宗孝委員 年度末になって、執行残な

り不用額的なものが結果として出てくるんで

すけれども、そこで、さっき言いました通常

の入札残であるとか、節減した結果とか、人

件費等々については、それはもう結果として

その数字、これは、見込みというよりも、予

定よりもどうだったというだけの話であっ

て、あとの政策的な、今お話、一例説明あり

ましたけれども、そういったことについて

の、年度末よりも、至るまでに、例えば、も

っと掘り起こしをして、この事業は、せっか

くだからどんどん進めるべきじゃないかとい

う、そのために予算を立ててあると思うんで

すけれども、そういった掘り起こしも――掘

り起こしというか、後押し、年度内でぜひ執

行、今言われたような理由は、確かに当初の

環境と違って、それを使わなかったというこ

とではあろうと思うんですけれども、ほか

に、積極的な予算組みの中で、そういう年度

末に向けて、少しぐらい促進の動きをされて

るか、その辺りをお聞かせいただきたいんで

すけれども、部長に。 

 

○藤本環境生活部長 見込みを下回ったもの

というのは、西山委員おっしゃったとおりで
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すね、例えば、象徴的なのは扶助費があるん

ですけれども、水俣病でいうと、医療費を支

払ってますけれども、これは、県の場合は、

平成７年の政治解決のときと22年、特措法の

ときで、国の補助を受けて払ってますけれど

も、それは、当初何人ぐらいから対象になる

だろうといって予算を組むんですけれども、

実際に病院に行かれた方が少なくなると余る

というのが、そういう象徴的なものですけれ

ども、そういうのは致し方ないとして、委員

がおっしゃったように、政策的なもので、何

か事業をやるときに、ちょっと見込みが違っ

たというようなときは、我々もできるだけそ

の予算は有効活用して推進したいと思ってま

すので、同じ目的で、違う、ちょっと方向を

変えてとか、そんなことも考えます。最終的

には、財政課との予算執行の問題もあります

ので、財政課等にも協議をしながら、その範

囲でならいいというような了解も取りつつ、

できるだけ施策の目的に合った執行を考える

ようにはしております。 

 ただ、やりたいと思ってもなかなか、ちょ

っとあまりにも違うという話になると、目的

は一緒なんですけれども、あまりにも方法が

違うとかになると、ちょっと難しいところも

ありますけれども、そこは、おっしゃるとお

り、工夫しながらやっていきたいと思ってお

ります。 

 

○西山宗孝委員 ありがとうございました。 

 今お話あったように、共通といいますか、

一例だったんですけれども、見込み違いとか

いう言葉でさらっと書いてあったり、あるい

は、はっきり理由を書いてあって、そうだっ

たのかと、我々もこの１年分の一部を見させ

てもらうわけですけれども、そういう意味で

は、年度末に近くなると、もう数字の話にな

ってきますので、やっぱり中間とか暮れと

か、報告は事業推進等々については受けてお

られると思いますけれども、そういった視点

に基づいて、決算のことを目標にはされない

と思うんですけれども、決算のときに、こう

いった不用についての理由が、見込み違いと

いう言葉だけではなくて、事業推進に当たっ

てはこう、もう少し、分かるような事業をや

ってきましたと、促進しましたという成果が

現れるような取組をお願いしておきたいと思

います。 

 委員長、以上です。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○磯田毅委員 部長の最初の説明の中で、さ

っき松田委員もおっしゃったんですけれど

も、有害鳥獣の捕獲について、鳥獣被害対策

プロジェクト会議を設置しと、各部にまたが

る中で、実際、国のほうでは、多分今度は

140万頭、ちょっと数字を忘れましたけれど

も、140万頭ぐらいの捕獲を目指すというこ

とだったと思いますけれども、本県では、数

が増えてきた場合、そういう捕獲の能力があ

るのか、予算だけついて、実はそういう消化

できるのかというのと、そして、実際、捕獲

されたこの年の種類ごとの頭数というのが分

かれば教えていただきたいと思いますけれど

も。 

 

○前田自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 ただいま委員御質問があった、主に鹿とイ

ノシシですけれども、捕獲頭数は、鹿につき

ましては、すみません、大体の数なんですけ

れども、鹿が大体２万1,000頭で、イノシシ

が３万5,000頭ほど捕獲しておりまして、私

どもとか国、市町村が補助している額は、ち

ょっと超えるぐらい十分に捕まえていただい

ております。 

 

○磯田毅委員 能力はあると。 
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○前田自然保護課長 能力はございます。 

 

○磯田毅委員 ここに、特定鳥獣というのと

指定管理鳥獣とあります。どういう区分けで

なっていますかね。 

 

○前田自然保護課長 指定管理鳥獣捕獲等事

業といいますのは、法律によって成立されま

した――先ほど荒川委員からも質問がありま

したけれども、そういった鹿とかイノシシと

かを、捕獲していこうという事業でございま

して、特定鳥獣適正管理事業といいますのは

鹿でございまして、鹿の頭数というのが、昨

年度調査したところ、８万9,000頭と増えて

おりますので、鹿につきまして、先月の９月

補正でも上げさせていただきましたけれど

も、また、4,000頭ほど捕獲頭数を増やすと

いうところで予算を御審議いただきまして、

獲得させていただいたところでございます。 

 

○田代国広委員長 頭数じゃなかっだろ――

頭数ね。 

 

○磯田毅委員 いや、中身。 

 

○田代国広委員長 特定、指定とはどういう

ことかだろう、なあ。 

 部長、ここにあるじゃないか、24ページ

か、特定鳥獣とか指定管理鳥獣とかあっじゃ

ないですか、この違いたい。特定と指定のど

ういったのを、例えば、イノシシは特定で、

猿は何か、指定とかなんか知らぬけれども 

……。 

 後からでいい。 

 

○前田自然保護課長 はい、分かりました。 

 先ほど少し申し上げましたとおり、指定管

理鳥獣捕獲事業といいますのは、鹿とかイノ

シシ、農林水産部とかの補助とかもあるんで

すけれども、そういった中で、鹿とかイノシ

シをＩＣＴとか新たな捕獲方法の実証実験事

業というところでのものを指定管理鳥獣捕獲

事業というふうに言っております。 

 特定鳥獣適正管理事業と申しますのは、鹿

につきまして、農林水産部の見積制を活用い

たしまして、予算を組んでいただいたもので

ございます。 

 

○小原環境局長 ちょっと補足させていただ

きます。 

 特別、指定ということでは、害獣を指定し

ているわけではございませんで、事業名とい

うことで区分けさせていただいているという

ことでございます。 

 

○池永幸生委員 14ページの本当単純な質問

ですけれども、14ページで、環境保全基金て

うたってあります。これは、どういった目的

でつくられたのか、規模、あと、残金が幾ら

ぐらいあるのかと、同じく24ページで、鳥獣

の被害が出ておりますけれども、山間地につ

いて、やっぱりイノシシ、鹿の影響は大きい

かと思いますけれども、私たちのエリアです

るならカラスなんですね。ジビエ料理で、鹿

はその肉を利用するという話がありますけれ

ども、やはりカラスが来ることによってハウ

スに穴が空くとか、そういったことも考えら

れて、やっぱりこの鳥獣捕獲に取り組んでい

かれるのか、ちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

 

○財津環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 まず、１点目の14ページの環境保全基金に

ついて、環境立県のほうが担当しております

ので、説明をさせていただきますが、この基

金を使った事業につきましては、いわゆる環

境保全に関する知識の普及と地域での環境保

全活動に使うということで、平成２年に、県

が２億円、国が２億円拠出し、４億円の基金



第４回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（令和２年10月16日) 

 - 16 - 

を積んで今まで事業をやってまいりました。

このＲ元年度末で、残高が8,200万円ほどで

ございます。 

 ということで、この環境保全基金につきま

しては、今どういった事業に使われておりま

すかといいますと、大きく８つの事業に使っ

ておりますが、その中で大きなものとしまし

ては、地球温暖化対策推進事業であったり、

くまもとらしいエコライフ事業、先ほど環境

立県のほうで説明しました。それから、水環

境教育推進事業とか、いわゆる知識の啓発、

地球温暖化等の環境保全の普及啓発活動を中

心に、この基金を使っております。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○小早川宗弘委員 附属資料の５ページと６

ページの循環社会推進課ですけれども、リサ

イクル製品等利用促進事業、先ほど説明があ

ったかと思いますけれども、令和２年度への

繰越しが1,600万程度というふうなこと、30

％の進捗状況というふうなことで、これは、

具体的にもう少し、どういった会社がどうい

ったことをしようとしているのか、それと併

せて、６ページにも、これは140万の、金額

少ないですけれども、事故繰りというふうな

ことで、事業が、もう申請が取消しになった

というふうな説明だったかと思いますけれど

も、そこ辺もちょっと詳しく教えてくださ

い。 

 

○小原循環社会推進課長 繰越事業の分、ま

ず、５ページの明許繰越し分からお話しをい

たします。 

 まず、執行額に980万円余入っております

が、これは、同じリサイクル製品等利用促進

事業ということで、施設設置とは別に、リサ

イクル製品の認証ですとか補助、それに関す

る分が執行額ということで、そこの分が30％

として上がっております。 

 これの繰越し分、これにつきましては、内

容的に農業用の廃ビニール、それに木くずを

加えまして固形燃料、これを製造する施設の

設置ということでございます。 

 繰越しに至りましたのは、もともと建築許

可等の手続に時間を要する見込みでございま

したけれども、それが１つと、ちょっと固形

燃料の価格の不安とかというのもございまし

てということでございます。 

 こちらにつきましては、現在取引のあるセ

メント会社が廃プラスチックの受入れ量を増

やしていただいたという状況もございます。 

 ６ページの事故繰越の分、こちらにつきま

しては、廃プラスチック、こちら、果物に敷

いてあります緩衝材とか食品のトレーですと

か、ああいうのを溶かして、また再利用しよ

うとするものでございます。 

 こちらにつきましては、溶かして、最終的

には小さいペレット化するんでございます

が、それを製造するその施設を整備いたしま

すときに、最終的に工場で溶かしたものを液

状にして飛ばして切断するタイミングとか、

そういう微妙な確認をすることが工場ででき

なくなったということで、それを年明けの２

月頃に予定しとったもんですから、それがち

ょっとできなくなったということで、急遽事

故繰越で、こちらは、この機材の設置分の

140万円だけの計上となっております。 

 以上でございます。 

 

○小早川宗弘委員 何か申請取りやめという

説明なかったですかね。違ったかな。たしか

……。 

 

○小原循環社会推進課長 申請取りやめのほ

うが、先ほど、固形燃料を造る予定だったけ

れども、そちらの価格が不安だということ

と、固形にしなく――すみません、委員長、

先にしゃべっちゃいました。 
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○小早川宗弘委員 続けてください。 

 

○小原循環社会推進課長 すみません、至り

ましたのが、現在取引をしていらっしゃるセ

メント会社さんが、固形という形にしなくて

も、大量に引取りができるというお話があっ

たもんですから、その固形燃料を造る設備が

要らなくなられたということでございます。 

 

○小早川宗弘委員 先ほど、ちょっと具体的

な説明を聞いて、廃プラの処理というふうな

ことで、どちらも重要な、今廃プラの処理が

いろいろ問題になっておるというふうなこと

で、重要な事業だと思いますので、これをし

っかりと進めていただきたいというふうに思

います。 

 以上です。 

 

○松田三郎委員 今の６ページの説明で、機

械化設備の設置の分だけが残っていると。と

いうことは、この現在の進捗率はゼロですけ

れども、少しずつ率が上がってくるわけじゃ

なくて、ゼロが一挙に100になるということ

ですかね。 

 

○小原循環社会推進課長 さようでございま

す。 

 

○松田三郎委員 それが、事故繰りは、今年

度中には、何かさっきできるだけ早くでした

っけ。今年度中には……。 

 

○小原循環社会推進課長 機械の設置を今頑

張っているところでございます。答えと前後

してしまって申し訳ございません。 

 

○松田三郎委員 仮に、それは努力していた

だくのは結構なことです。仮に、事故繰越で

すんで、今年度中できなかった場合は、こ

れ、別に国庫支出金じゃないんで、その財源

内訳がその他になってる場合は、今度は、返

還とか、何か出来高払いとか、そういう精算

の仕方が何かあるのかなと、どういうふう

に、仮に今年度難しいということになった場

合のこの最後の精算の仕方というのは。 

 

○小原循環社会推進課長 仮にでお話をすれ

ば、最悪の最悪、もう一回次に繰り越すとい

う形になります。ですが、そうなりませんよ

うに、ちょっとほかのメーカーも当たるな

ど、手を尽くしておるところでございます。 

 

○松田三郎委員 頑張って。 

事故事故っちゃ言わぬとですよね。いいで

す。 

 

○河津修司委員 その５ページのリサイクル

製品等の推進ができなかったということです

が、これが、日本の廃プラは中国が輸入して

というか、中国に持っていって処理をしてい

たのが、もう受入れをしないようになったと

いうことで、その後の処理はどういうふうに

していくようになるんですか。 

 

○小原循環社会推進課長 こちらにつきまし

ては、固形にこそいたしませんが、燃料化は

いたしますので、それは、セメント会社さん

のほうで、ボイラーの燃料としてお使いをい

ただきます。 

 

○河津修司委員 いや……(｢中国の影響じゃ

ないか」と呼ぶ者あり)はい、そういうこっ

です。 

 

○小原循環社会推進課長 御指摘のとおり、

中国がそういうのを受入れをしませんように

なりましたもんですから、国内消費というこ

とになります。 

 今のセメント会社さんをはじめ国内でいろ

いろリサイクルを進めるように、手を尽くし
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ていきたいと考えております。 

 

○河津修司委員 じゃあ、その国内での処理

は順調に進むわけですか。ちゃんと国内だけ

で処理ができるわけですか。 

 

○小原循環社会推進課長 量的に立ち行かな

くなったという情報は持ち合わせて――大丈

夫でございます。この施設補助もございます

し、先ほど少し触れましたが、私どもとして

は、リサイクル製品を認証するとか、施設整

備のほかに、リサイクルに関する研究を進め

られるとか、そちらについての補助あたりも

併せてやって、しっかりリサイクルを進めて

いきたいと思っております。 

 

○竹﨑和虎委員 ページで言うと、説明資料

の31ページから先になってくるんですが、く

らしの安全推進課さん、そして男女参画・協

働推進課さん、人権同和政策課さんと、非常

に生活に関しても大事な施策を行われていっ

ておられると思います。その中で、様々な広

報、啓発活動をそれぞれやっていかれて、こ

れ、非常に大事なことであると思っておりま

す。その中で、それぞれの御説明の中で、歳

出の中で不用額の説明のときに、新型コロナ

の感染症の影響で会議が中止になったからと

か、そういったお話がございました。 

 それを受けて、その後、それぞれの講習会

であったり、意見交換会であったり、出前講

座とかそういった会議、今後の計画も含め

て、リモートでされたりとか、そういったも

のを利用してやっていこうということをされ

ているかどうか教えてください。 

 

○田元くらしの安全推進課長 くらしの安全

推進課でございますが、先ほど、コロナ関連

で会議を書面審議としたという説明をさせて

いただきました。そういった会議について

は、１つ２つじゃなくて幾つかありました

が、このような時世ですから、当課としまし

ても、テレワークといいますかリモートでの

会議の開催というようなことも検討しており

ます。実際にその会議を開催するに当たっ

て、事前の準備としまして、会議に出席にな

られる方たちと、リモートの試行といいます

か、そういうのも実施しているところであり

ます。 

 以上です。 

 

○竹﨑和虎委員 人権同和政策課さんとか男

女参画のほうも、恐らく同じ感じですか。 

 

○無田県民生活局長 県民生活局長の無田と

申します。お世話になります。 

 今竹﨑委員のほうから御質問がございまし

たように、このコロナ禍の中で、なかなか実

際に面しての会議とか、あるいは研修等がで

きないというようなことで、今くらしの安全

推進課のほうからも話がございましたけれど

も、例えば、パレアのほうで実施しておりま

すような自己研修、これもリモートを使って

実際の、仮にやりました。それから、人権の

研修に関しましても、人権センターのほうで

行っておりました研修を、同じくネットワー

クを活用しまして、いわゆるインターネット

を活用して、実際に人権センターに来なくて

も講座を受けられるような取組を今年度行っ

ておりますので、今後、コロナの状況によっ

ては、引き続き、なかなか研修等が実地で開

催できないようなことも考えられますが、そ

の場合にも、できるだけそういったリモート

とかインターネットとかを活用した取組を代

替措置として実施してまいりまして、できる

だけ事業の停滞が起こらないように、県民サ

ービスが低下しないようにということで考え

ていきたいと思っております。 

 

○竹﨑和虎委員 今おっしゃられたように、

今後どうなっていくか、コロナの状況が。早
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くワクチンが供給されるような形になれば収

まっていくのかと思っておるんですが、まだ

先々が見通せない状況なもんですから、我々

も、議員間の会議であったり、会合というの

がリモートであったり、Ｚｏｏｍであったり

とか、そういったこともあっておりますの

で、今後そういった対応をしていくことが、

新しい生活様式の一つにもなっていくのかと

思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと

思います。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○松田三郎委員 説明資料、12ページの水俣

病審査課、公害保健費の中の争訟対策費、こ

れは、主に裁判に関する費用だと思います

が、県庁の中でも非常に特殊な仕事といいま

すか、ほとんど裁判のことに関わって、厳し

い中にも仕事をしていただいているわけだと

思っております。 

 裁判の中で、もちろん県の主張をしっかり

認めてもらわなければならないし、万が一敗

訴した場合は、多額の損害賠償とか払わなけ

ればならないという意味では、地味かもしれ

ませんが、非常に大切なところだと思ってお

ります。 

 それで、以前職員の方に聞いたことありま

すが、この課でいくと、今職員給与費が20人

となっておりますが、この場合、課の職員さ

ん、専従で、班の中の何人かとか、裁判だけ

に専従する職員さんというのは何名かいらっ

しゃるんですか。 

 

○坂野水俣病審査課長 水俣病審査課でござ

います。 

 今水俣病審査課におきましては、認定審査

班と法務審査班と２つの班に分かれておりま

す。そのうち、法務審査班のほうが訴訟関係

のほうを主に担当しているというところでご

ざいます。 

 今５名程度、班長含めているところでござ

います。 

 

○松田三郎委員 プラス、もちろん裁判です

から、弁護士の先生にもいろいろ相談なさる

と思いますが、これは、通常県全体でお願い

している顧問弁護士なのか、もしくは水俣病

に特に詳しい方なのかというのは、大体どっ

ちの方に相談等を、あるいは実際の弁護なり

しているのか。 

 

○坂野水俣病審査課長 水俣病審査課でござ

います。 

 今お願いしております弁護士の先生は、こ

れまでのいろいろ水俣病関係裁判あっており

ますけれども、そこで御担当等をしていただ

いた先生に基本お願いしているところでござ

います。 

 

○松田三郎委員 最後に、私、昨年度まで、

幸か不幸か、連続３年、経済環境委員会にお

りまして、そこでも申し上げたんですけれど

も、冒頭申し上げましたように、決算委員会

で言うのも妙な話かもしれませんが、非常に

重要な部署であるにもかかわらず、なかなか

少ない人数で頑張っていただいている。恐ら

くこの金額というのも、もしかすると、例え

ば、裁判の結審なり、判決が集中する年度は

高くなったりとか、多少の変動もあろうかと

思いますが、人数もこれ以上減らさないよう

に、部長は長年水俣病とか環境いらっしゃい

ますんで、予算、そしてマンパワーは減らさ

ないようにという話をしておりましたんで、

これまた、決算委員会での変な話じゃござい

ますが、課の方々に頑張っていただくように

お伝えいただければと思います。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 
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○髙木健次副委員長 冒頭の藤本部長の中

に、１枚目の下段のほうですけれども、熊本

県農林水産業鳥獣被害対策プロジェクト会

議、その後に、新たに危機管理防災課を構成

員として入れたということですが、非常に環

境対策というと、天候不順とか地球温暖化と

か、そのことによって水害とか、いろいろな

災害等も昨今非常に増えてきておりますの

で、これは危機管理防災課を一緒に入れた

と、会議の中にということは非常にその成果

というものが出てくるのかなという感じがし

ておりますけれども、その辺の状況、あるい

は、これからどういう形で、復興を含めてい

ろいろな環境対策をやっていくのか、その辺

をちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○藤本環境生活部長 鳥獣被害対策、実際上

の農作物の被害がかなり深刻だということ

で、農業、林業関係者の声が非常に大きいと

思います。 

 私ども環境ですので、冒頭もありましたけ

れども、自然保護課というところでやってい

る、担っているというのは、個体管理と言っ

てますけれども、適正な頭数に、絶滅させて

もいけないもんですから、それを管理すると

いうのが私たちの仕事なんですけれども、実

際上は、こういうプロジェクト会議を通じ

て、被害対策がやっぱりどうしてもメインに

なっているというところです。 

 ただ、そういうやっぱり自然はきちんと適

正に残すというのが本来の姿ですので、今

回、ちょっと影響はどうか分かりませんけれ

ども、仮に森林の被害があったことがやっぱ

り防災上に問題があるとか、そういうことも

将来的には見えてくるかもしれませんので、

そのあたりは、こういう会議も通じて、私、

冒頭、松田委員から垣根を乗り越えるみたい

な話がありましたけれども、私どもの主張は

しっかりしつつ、県全体で適正な、被害も少

なくして自然も守ると、あるいは防災にもな

ると、そういったことが進めていければなと

いうふうに思っております。 

 

○髙木健次副委員長 そういういろいろなこ

れからの対策というのは、新たにまた出てく

る部分、問題、課題が出てくるのかなという

ふうに思っておりますので、これ、ぜひやっ

ぱり協調、あるいは課との連携を組みながら

取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

 

○前田自然保護課長 先ほど池永委員からの

御質問の中で、カラスについてお答えしてお

りませんでした。申し訳ございませんでし

た。 

 カラスは、生活環境とか農業に対する被害

がございますので、有害鳥獣に指定されてお

ります。その中で、有害鳥獣の捕獲許可を与

えて捕ってもらってますけれども、市町村長

が許可をしておりまして、１人当たり100羽

を許可しておりまして、大体１羽当たり200

円の補助とかを与えて駆除に当たっておると

ころでございます。 

 

○田代国広委員長 自然保護課に明許繰越し

が非常に多いのが目立ちます。事故繰越分に

もあるんですけれども、本来、予算は単年度

決算なんですよね。したがって、当初予算で

つけた予算は、年度内に消化するのがベスト

であって、例えば、今回のここに書いてある

ように、年度末に予算が決定した場合は、明

許繰越し、やむを得ないんですけれども、元

来、当初予算についたものについては――や

っぱりほとんど当初予算についたものが多い

と思うんですよ。だとするならば、年度内に

消化できるように、そこも努力をしていただ

きたいと思います。職員が足りなかったり、

特異性と申しますか、そういったのがあっ
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て、これだけ結果が出たかもしれませんけれ

ども、願わくは、年度内にできるだけ 

――来年度は半分に減らすように努力をして

いただきますようにお願いしておきます。 

 

○前田自然保護課長 委員長おっしゃったよ

うに、予算の執行については努めてまいりた

いと思っております。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 なければ、これで環境生

活部の審査を終了します。 

 これより午後１時まで休憩いたします。 

  午前11時21分休憩 

――――――――――――――― 

  午後０時59分開議 

○田代国広委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 それでは、これより商工労働部、観光戦略

部の審査を行います。 

 商工労働部、観光戦略部の順に説明を求め

た後、質疑を受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いします。 

 それでは、商工労働部長から決算概要の総

括説明を行い、続いて、担当課長から順次資

料の説明をお願いします。 

 初めに、藤井商工労働部長。 

 

○藤井商工労働部長 商工労働部長の藤井で

す。よろしくお願いいたします。 

 決算の説明に先立ち、商工観光労働部の再

編につきまして御説明いたします。 

 商工観光労働部につきましては、さきの定

例県議会において、内部組織設置条例の一部

改正が可決され、10月13日から、商工業一般

を所掌する商工労働部と観光分野を所掌する

観光戦略部に再編したところです。 

 新型コロナウイルスの影響により社会経済

システムが大きく変わろうとする中、今後、

商工労働部と観光戦略部が、それぞれの役割

を強化し、両輪となって機動的かつ効果的な

施策を推進していく所存です。 

 商工労働部では、災害復旧、復興に向け、

なりわい、産業の再生等を進めるとともに、

ニューノーマル時代への対応として、地域経

済の回復、発展、新たな産業の形成を目指し

て取り組んでまいりますので、よろしくお願

いいたします。 

 それでは、昨年度、決算特別委員会におい

て、施策推進上改善または検討を要する事項

等とされました商工観光労働部関係の４点の

措置状況につきまして、私のほうから３点、

後ほど観光戦略部長から１点御報告申し上げ

ます。 

 まず、１点目は、委員長報告第４の５「県

立技術短期大学校について、県内の中小企業

に優秀な人材を送り込むという役割を再認識

し、県内の地場企業に就職する学生が増える

ように努めること。また、商工観光労働部

は、今後、教育委員会において専門高校の学

科のあり方等について検討される際に、地域

に必要な人材を育てるという視点を持って、

しっかり情報共有や意見交換を行うこと。」

という御指摘でございます。 

 昨年度の取組といたしましては、１年次

に、県内企業でのインターンシップや保護者

説明会を実施しました。また、情報系の学科

におきましては、県外への就職希望者が多い

傾向にあることから、同じく１年次に、熊本

県情報サービス産業協会による企業勉強会を

開催いたしました。 

 加えて、熊本県工業連合会等の協力によ

り、技術短期大学校の学生を対象に、県内企

業を招いて企業面談会を実施しております。 

 これらの取組などにより、地場企業及び誘

致企業を合わせた県内企業への就職率は、お

おむね70％を達成しているところです。 

 今後も、関係団体との連携や広報誌等での



第４回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（令和２年10月16日) 

 - 22 - 

情報発信を強化しながら、引き続き地域産業

に密着した実践技術者の人材育成に取り組ん

でまいります。 

 なお、教育委員会とは、常時連携して、地

域に必要な人材育成について、今後も情報共

有や意見交換を行ってまいります。 

 ２点目は、委員長報告第４の６「中小企業

振興資金貸付金の未収金について、負担の公

平性の観点から、民間の債権回収業者の活用

など、様々な手段により一層の徴収促進に努

めること。」という御指摘でございます。 

 これまでも、民間の債権回収業者、いわゆ

るサービサーを活用し、債権回収業務、資力

調査、不動産鑑定などを行ってきたところで

す。 

 昨年度は、サービサーに不動産鑑定及び回

収可能額調査を委託し、その成果物を利用し

て、貸付先に対し今後の弁済について指導を

行っております。 

 今後も、未収金回収にサービサーを活用す

るとともに、その専門的なノウハウを蓄積す

ることで、より一層の回収促進に努めてまい

ります。 

 ３点目は、委員長報告第４の７「産業支援

について、県内企業のニーズを十分酌み取

り、県として今後どのような産業分野の支援

を行っていくか検討し、積極的な事業展開を

図ること。」という御指摘でございます。 

 まず、昨年度の取組でございますが、県内

企業のニーズ把握やリーディング企業等の掘

り起こしを目的として、企業訪問を実施いた

しました。 

 いただいた意見につきましては、本年12月

に策定予定の次期産業振興ビジョンに係る検

討委員会等において集約しました。 

 来年度以降、ビジョンに掲げる取組を実施

することにより、基幹産業のさらなる成長を

目指すとともに、医療、食、健康、農業な

ど、ライフサイエンス分野を中心とした本県

の強みを生かした産業創出、魅力発信を積極

的に促進してまいります。 

 また、新型コロナウイルス感染症の拡大に

伴い、サプライチェーンの毀損や社会の外出

自粛等によって県内中小企業の売上げは減少

しておりますが、この逆境の中、巻き返し策

として、新たな取組を始めたいという声がご

ざいます。 

 そこで、令和２年度６月補正予算で、国の

地域企業再起支援事業を利用し、従来のリー

ディング企業助成補助金にコロナウイルス対

策枠を設け、拡充しております。 

 このような取組を通じて、本県に強みのあ

る産業分野の一層の発展を後押ししてまいり

ます。 

 続きまして、令和元年度決算の概要につい

て御説明申し上げます。 

 説明資料の１ページ、令和元年度歳入歳出

決算総括表をお開きください。 

 まず、歳入につきましては、一般会計と４

本の特別会計を合わせまして、収入済額が

606億600万円余、不納欠損額が3,300万円

余、収入未済額が29億5,100万円余となって

おります。 

 不納欠損額と収入未済額の主なものは、中

小企業振興資金貸付金に係るものでございま

す。 

 次に、歳出につきましては、一般会計と特

別会計を合わせまして、支出済額が724億

6,600万円余、翌年度繰越額が106億5,100万

円余、不用額が73億5,700万円余となってお

ります。 

 翌年度繰越額は、主にグループ補助金など

災害復旧に係るものと令和元年度末の専決予

算による新型コロナウイルス感染症対策に係

るものでございます。 

 不用額は、主にグループ補助金、企業立地

促進費補助等の執行残などでございます。 

 以上が商工労働部の決算の概要でございま

すが、詳細につきましては、各課長から御説

明いたしますので、御審議のほどよろしくお
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願いいたします。 

 

○田代国広委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いします。 

 

○臼井商工政策課長 商工政策課長の臼井で

ございます。本日は、よろしくお願いいたし

ます。 

 お手元に、縦紙の監査結果指摘事項と横紙

の決算特別委員会説明資料、商工労働部と書

いてある２つの資料を御用意いただけますで

しょうか。 

 まず、監査結果指摘事項についてでござい

ますが、商工労働部の指摘事項については、

産業支援課について指摘がございました。対

応状況等につきましては、後ほど担当課長か

ら御説明させていただきます。 

 次に、横紙の決算特別委員会説明資料、商

工労働部を御覧ください。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 まず、一般会計の歳入についてです。 

 中ほどの列を御覧いただくとお分かりにな

るとおり、商工政策課分、いずれも不納欠損

額、収入未済額はございません。 

 続きまして、４ページをおめくりくださ

い。 

 商工政策課分の一般会計の歳出についてで

ございます。 

 商工費、商業費に不用額968万円余がござ

います。 

 ４ページ下段の商業総務費についてです

が、そのうち不用額709万円余は、経費節減

等と新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴

う海外出張中止によって生じた執行残でござ

います。 

 ５ページをお願いいたします。 

 上段の大阪事務所費ですが、117万円余の

不用額が生じております。 

 また、下段の福岡事務所費ですが、140万

円余の不用額が生じております。 

 いずれも、経費節減等と新型コロナウイル

ス感染症拡大防止に伴う会議等の中止によっ

て生じた執行残でございます。 

 商工政策課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○増田商工振興金融課長 商工振興金融課、

増田でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 決算につきまして、主なものを御説明させ

ていただきます。 

 説明資料の６ページをお願いいたします。 

 ６ページから８ページにかけてが一般会計

の歳入予算でございます。 

 不納欠損、収入未済額ともにございませ

ん。 

 ６ページの国庫支出金のうち、最下段の中

小企業組合等共同施設等災害復旧費補助につ

きましては、予算現額と収入済額との間で91

億6,900万円余の差が生じております。これ

は、グループ補助金を令和２年度に繰り越し

たことなどによるものでございます。 

 続きまして、８ページをお願いいたしま

す。 

 諸収入のうち、３行目、中小企業貸付金回

収金につきまして、予算現額と収入済額との

間で26億2,100万円余の差が生じておりま

す。これは、いわゆる制度融資、中小企業融

資制度の預託金が主なものでございます。 

 預託金は、金融機関に預け入れを行います

が、年度末には回収を行います。融資実績に

応じて預託を実行した結果、予算額に対して

減となっているものでございます。 

 続きまして、９ページをお願いいたしま

す。 

 ９ページからは、一般会計の歳出でござい

ます。 

 このうち、不用額の大きいものについて御

説明いたします。 

 10ページをお願いいたします。 
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 上段、中小企業振興費の不用額26億6,500

万円余につきましては、先ほど申し上げまし

た中小企業融資制度の預託金でございます。

融資実績に応じて執行したことに伴う減でご

ざいます。 

 下段、災害復旧費の商工施設災害復旧費の

不用額33億3,800万円余につきましては、グ

ループ補助金の交付決定、実績確定等に伴う

執行残でございます。 

 なお、両方とも翌年度繰越額がございます

が、後ほど附属資料で説明をさせていただき

ます。 

 次に、中小企業振興資金特別会計について

でございます。 

 12ページをお願いいたします。 

 12ページからが歳入になります。 

 12ページの財産収入、繰入金、繰越金につ

きましては、不納欠損額、収入未済額はとも

にございません。 

 なお、上段の財産収入につきましては、債

権譲渡による売払い収入でございます。 

 また、下段、繰越金におきまして、予算現

額と収入済額の間で２億円余の差が生じてお

ります。これは、会計ルール上毎年起きてい

るようなものなんですが、予算現額は歳出予

算に見合う分を一部計上させていただいてお

ります。収入済額には繰越金額の全額を計上

しているということによるものでございま

す。 

 13ページをお願いいたします。 

 諸収入についてでございます。 

 中小企業振興資金貸付金の償還元金、償還

利子、それから延滞違約金を合わせまして

3,320万円余の不納欠損、それから収入未済

額が29億4,150万円余となってございます。

後ほど附属資料で御説明をさせていただきま

す。 

 続きまして、14ページをお願いいたしま

す。 

 14ページは、歳出についてでございます。 

 上段、商工費の中小企業振興資金助成費の

不用額969万円余につきましては、経費節減

等による執行残でございます。 

 次に、公債費――公債費といいますのは、

償還があったときに、中小機構のほうに返還

するために設けているものでございます。公

債費の元金で２億3,800万円余の不用額が生

じております。これは、高度化資金の繰上償

還を多めに見込んでおりましたが、一部実現

しなかったということによるものでございま

す。 

 また、次の15ページ、一般会計の繰り出し

分でございます。 

 これも同様に、貸付償還金のうち、県分を

一般会計に繰り出すものでございますが、同

様の理由で、１億1,393万円余の不用額が生

じたものでございます。 

 続きまして、附属資料のほうをお願いいた

します。 

 まず、附属資料の１ページをお願いいたし

ます。 

 令和元年度の繰越事業調べの明許繰越しに

ついてでございます。 

 まず、上段の新型コロナウイルス感染症経

営相談体制強化事業につきましては、融資に

関する相談が増加する中、速やかな相談体制

の強化をする必要があったことから、令和２

年３月25日の専決処分により、商工団体の相

談体制を強化したものでございます。令和２

年度に繰り越し、７月までの事業として実施

をさせていただきました。 

 下段の中小企業等グループ施設等復旧整備

補助事業、いわゆるグループ補助金につきま

しては、令和元年度補正予算で追加の措置が

ございました。それに伴い、予算化を行って

おります。 

 公共事業等の影響により補助申請ができな

い事業者が、引き続きグループ補助金を活用

できるよう、令和２年度へ繰り越しているも

のでございます。 
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 現時点では、事業が完了したものはござい

ませんが、交付決定のベースで言いますと、

44％となってございます。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 事故繰越についてでございます。 

 同じく、グループ補助金につきまして、平

成30年度の補正予算で事業費を計上し、令和

元年度に繰り越したものにつきまして、事業

が完了しなかったことから令和２年度へ事故

繰越を行っているものでございます。 

 現在の進捗状況としましては、27％となっ

ております。事業完了に向けて、随時進捗状

況を確認しながら、本年度中の事業完了に向

けて支援を行ってまいります。 

 なお、グループ補助金全体の執行状況とし

ましては、99％が復旧を完了しているという

状況でございます。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 令和元年度収入未済に関する調べについて

でございます。 

 まず、上段、１の歳入決算の状況について

でございますが、不納欠損額が3,320万円

余、収入未済額が29億4,150万円余となって

ございます。 

 収入未済額の内訳としましては、償還元金

が27億5,669万円余、償還利子が2,612万円

余、延滞違約金が１億5,868万円余でござい

ます。 

 次に、下段の２の収入未済額の過去３年間

の推移でございます。 

 ３年間とも、現年度分としての未収金は発

生してございません。 

 年々減少はしているところでございます

が、平成30年度と令和元年度につきまして

は、未収金の回収に加え、議会の議決をいた

だき、不納欠損をしております。その減少も

ございます。結果として、令和元年度末で、

29億円余となっているということでございま

す。 

 ５ページをお願いいたします。 

 上段、３の収入未済額の状況につきまし

て、収入未済額が生じている件数としまして

は、そこの表の右下にございますとおり、19

件でございます。重複分を除きますと、15の

貸付先ということになります。 

 このうち分納納付中が、分納中の合計欄に

ありますとおり15件と。債権額にして、20億

1,200万円分というふうになっております。 

 その右側に、今回、非協力的ということで

１件上げさせていただいております。 

 この非協力的と分類いたしましたのは、こ

ちらからの催告書の送付ですとか事業所への

訪問、電話による連絡などをしても、全く反

応があってないというところでございます。

積極的に何か拒否されているとかそういうこ

とではございませんけれども、そういう事情

でここに計上させていただいております。 

 そして、その右側にありますその他とし

て、３件、７億653万円余につきましては、

既に廃業され、主債務者または連帯保証人の

資力もないことから、地方自治法施行令に基

づきまして、現在、徴収停止中ということに

させていただいております。 

 本件につきましては、定期的に関係者の調

査を行っております。このまま資力の回復等

が認められなければ、債権放棄の手続を進め

させていただきたいと考えております。 

 それから、最後に、一番下の４、令和元年

度の未収金対策についてでございます。 

 ６点ほど書いてございます。 

 ①にございますとおり、未収金対策の基本

方針や貸付先別の処理方針を策定して、回収

に努めております。 

 ②のとおり、個別の債権の回収に関しまし

ては、法律的な解釈や指導を受けるため、弁

護士にも随時相談をしているところでござい

ます。 

 また、③のとおり、死亡した連帯保証人の

相続状況の調査でありますとか、分納中の債

務者に対しては、返済額の増額交渉等を施す
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ほか、④のとおり、未収金の発生防止の取組

としましては、サービサーを活用し、担保物

件の不動産鑑定の回収可能性について検討を

行いながら、弁済の指導に当たっているとい

うところでございます。 

 また、先ほど申し上げましたとおり、⑤に

書いてますとおり、平成31年２月議会におき

まして、債権の放棄の承認を得ております。

それにつきまして、不納欠損の処理をさせて

いただいております。 

 そして、さらに、⑥にありますとおり、中

小企業団体中央会に委託をしまして、高度化

事業の診断に係る業務委託を行っておりま

す。現在、償還中の貸付先の経営状況把握や

助言、指導を行っているというところでござ

います。 

 それから、すみません、10ページをお願い

いたします。 

 令和元年度不納欠損に関する調べでござい

ます。 

 そこに記載のとおり、回収努力を行っても

なお回収が困難な案件につきまして、31年２

月議会で債権放棄の承認を受けた上で不納欠

損を実施したものでございます。 

 未収金につきましては、今後も継続的に粘

り強く回収に取り組んでまいります。 

 その中で、努力を尽くしてもなお回収が困

難と判断される案件につきましては、徴収停

止などを行い、債権放棄も見据えた対応を行

わさせていただきたいと思っております。公

平性の観点と費用対効果を踏まえた上で対応

してまいりたいと考えております。 

 商工振興金融課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 先ほどの説明資料にお戻りいただき、16ペ

ージをお願いいたします。 

 まず、16ページから22ページまでの一般会

計歳入において、不納欠損額はございませ

ん。 

 おめくりいただきまして、19ページをお願

いいたします。 

 国庫支出金のうち、上から４段目の職業能

力開発施設等整備費補助につきましては、予

算現額と収入済額との差が1,144万円余とな

っております。これは、事業実績が執行見込

額を下回ったことによる国庫補助金の減でご

ざいます。 

 20ページをお願いいたします。 

 一番上の段の生涯職業能力開発事業等委託

金につきましては、予算現額と収入済額との

差が１億1,183万円余となっております。こ

れは、主に離職者訓練の受講者の減少や早期

に就職先が決まったことで、訓練生が中途退

校したことなどによる国庫委託金の減でござ

います。 

 21ページをお願いいたします。 

 上から５段目の諸収入でございますが、延

滞金について、994万円余の収入未済がござ

います。これは、中小企業従業員住宅事業関

連のものになります。 

 22ページをお願いいたします。 

 雑入で６万円余の収入未済がございます。

これは、委託訓練受講経費の返還金になりま

す。 

 この２件の内容につきましては、後ほど附

属資料において説明させていただきます。 

 続きまして、一般会計の歳出でございま

す。 

 不用額の大きいものについて御説明しま

す。 

 おめくりいただきまして、25ページをお願

いいたします。 

 一番上の段の職業能力開発校費でございま

すが、１億3,349万円余の不用額が生じてお

ります。 

 主な理由としましては、備考欄の事業の概

要のうち、下から２番目の離職者訓練事業に
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おいて、先ほど国庫委託金の減のところで御

説明しましたように、訓練受講者の減少や早

期に就職先が決まったことで中途退校したこ

となどによる執行残でございます。 

 26ページをお願いいたします。 

 失業対策総務費でございますが、1,831万

円余の不用額が生じております。 

 主な理由としましては、備考欄の事業の概

要のうち、下から３番目の障害者就業・生活

支援センター事業において、実績確定による

センター運営に係る委託料の減などに伴う執

行残でございます。 

 続きまして、別冊の附属資料をお願いいた

します。 

 ３ページをお願いいたします。 

 令和元年度の繰越事業について御説明いた

します。 

 上段の技術短期大学校教育対策事業は、技

術短期大学校の保全計画に基づく工事で、放

送設備と自動火災報知設備の更新などの建物

の改修工事でございます。 

 計画当初は、令和元年度前半で設計を、後

半から工事を行う予定としておりました。し

かし、設計の条件設定等の協議に時間を要し

た結果、工事が年度内に完了しないこととな

ったため、繰越しを行ったものでございま

す。 

 右側の９月１日現在の進捗状況としまして

は、90％となっております。 

 下段の新型コロナウイルス感染症対策雇用

維持・確保支援事業は、新型コロナウイルス

感染症の影響を受け、従業員の雇用維持や雇

用確保のために、国の雇用調整助成金などの

制度利用を考えている県内事業者に対し、社

会保険労務士をアドバイザーとして派遣し、

各種制度の活用に係る個別相談や申請書類の

書き方等を支援するために要する経費です。

令和２年３月に専決処分を行い、その全額に

ついて繰越しを行ったものでございます。 

 右側の９月１日現在の進捗状況としては、

82％となっております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 続きまして、収入未済に関する調べについ

て御説明いたします。 

 延滞金における収入未済額994万円余でご

ざいますが、これは、中小企業従業員住宅事

業の延滞金でございます。 

 まず、この事業の概要について説明いたし

ます。 

 この事業は、厚生年金を財源とした融資を

利用して県が企業の従業員住宅を建設し、こ

れを企業に有料で20年間貸し付けた後、その

住宅を企業に譲渡するというものでございま

した。 

 合計で68の企業の利用のうちの１社につい

て、使用料を滞納していたことから、平成24

年の12月議会において、住宅の明渡しや未払

い貸付料の支払いなどを求める訴えについ

て、県議会の議決をいただき、訴訟による解

決を行いました。 

 これまでの未収金対策についてですが、

４、令和元年度の未収金対策を御覧くださ

い。 

 平成25年９月の判決の結果、貸付料と延滞

金の額3,351万円余が確定いたしました。 

 未収金の回収については、債務者の連帯保

証人の不動産が確認できたため、平成27年２

月に強制競売の申立てを行い、落札され、県

に1,871万円余の配当があったため、貸付料

をはじめとする債権の一部に充当して未収金

を回収しております。 

 その結果、元本については完済したことと

なり、延滞金額が確定し、残る延滞金総額は

1,905万円余となりました。 

 その後、29年の３月に、債務者から債務者

所有の土地の任意売買について相談があった

ため、弁護士等とも相談の上、任意売買に応

じることとし、29年４月に約910万円を回収

いたしました。 

 平成30年度以降、債務者所有の残る不動産
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の任意売買の状況の把握に努めております

が、立地条件等の理由から、現在のところ買

手が見つからず、任意売買が困難な状況が続

いております。 

 この間、弁護士への法律相談を２度実施す

るほか、不動産の適正な評価額を把握するた

め、不動産鑑定評価を実施しました。 

 令和元年10月には、任意売買の兆しがあっ

たため、強制競売の手続には入らずに動向を

注視しておりましたが、売買には至りません

でした。 

 現在は、毎月、債務者から電話や面会等に

よる状況報告を受け、任意売買の交渉状況に

ついて確認を行っております。 

 今後も、弁護士等と相談しながら、引き続

き未収金の回収に全力を尽くしてまいりま

す。 

 ８ページをお願いいたします。 

 雑入として、６万円余の未収金が生じてお

ります。 

 未収金が発生した背景を御説明いたしま

す。 

 平成21年度に高等技術専門校で行いました

自動車運転免許取得の委託訓練におきまし

て、訓練受講の際には雇用保険に未加入であ

った受講者が、訓練が終了した後で訓練受講

前に遡り雇用保険の被保険者となったことか

ら、訓練受講の要件を満たさないこととなっ

たため、免許取得経費や訓練手当など10万円

余を返還させる必要が生じたことによるもの

でございます。 

 分納により平成22年度までに４万円余を返

還させたところですが、就職しても短期間で

離職を繰り返し、無職の状態が続いたことか

ら、23年度以降の返還が滞り、現在６万円余

の収入未済となっております。 

 これまでの対応につきましては、４、令和

元年度の未収金対策を御覧ください。 

 これまで、分納誓約書を提出させ、催告を

行ってきておりましたが、１つには、債務者

が平成25年５月から生活保護を受給し始めた

こと、２つ目には、今後も継続的な就労の見

込みが低く、返済資金の確保が難しいこと、

３つ目には、債権金額が少額で、取立てに要

する費用が債権金額を上回ることから、平成

26年３月17日に徴収停止を決定いたしまし

た。 

 なお、令和元年度においても、福祉事務所

等へ状況調査を２回行いましたが、状況等に

変更などはなく、生活保護を受給しながら救

護施設に入所を続けている状況から、徴収停

止の要件に該当すると判断したため、徴収停

止を継続しました。 

 今後も、債務者の生活保護を担当する福祉

事務所等の関係機関と連携の上、状況調査を

継続し、資力回復状況について確認を行って

いくこととしております。 

 労働雇用創生課については以上でございま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○大下産業支援課長 産業支援課の大下でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 まず、決算特別委員会の説明資料に入りま

す前に、今年度の定期監査における公表事項

として指摘事項がございますので、御説明い

たします。 

 監査結果指摘事項と表題のあるＡ４、１枚

の資料をお願いいたします。 

 指摘事項は、「特許登録に係る謝金等につ

いて支払が遅れたため、遅延利息400円が発

生している。支払手続において組織的なチェ

ック体制の強化を図り、支払漏れの防止に努

めること。」というものでございます。 

 事案の概要でございますが、令和元年８月

23日、産業技術センターから前年度に出願し

た特許権に係るシステム登録依頼があり、そ

の際、当該特許出願事務に係る弁理士への謝

金の支払いが未済であることが判明いたしま

した。 
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 経緯といたしましては、平成31年２月20日

付の当該謝金の請求書を、産業技術センター

が受領後、産業支援課に送付したものの、産

業支援課において受領の確認ができておりま

せんでした。さらに、産業支援課では、特許

出願の決裁時に行うべき支出点検表への入力

もされていなかったことから、支払い漏れを

把握できていなかったことにより発生したも

のでございます。 

 対応状況でございますが、令和元年９月11

日に、遅延利息と併せまして謝金の支払いを

完了しております。 

 今後は、産業技術センターと産業支援課間

の請求書等の重要な文書のやり取りについて

は、原本の送付に加え、ＰＤＦ化したデータ

を電子メールにより送付するなど、連絡体制

を強化してまいります。 

 あわせて、特許事務を含む支出を伴う事務

におきましては、事務担当者による支出点検

表の入力と経理担当者による確認を徹底し、

チェック体制を強化することで、再発防止を

図ってまいります。 

 それでは、決算の御説明に入らせていただ

きます。 

 お手元の説明資料の27ページをお願いいた

します。 

 まず、一般会計の歳入でございますが、不

納欠損額、収入未済額はありません。 

 29ページをお願いいたします。 

 上から２段目の地域イノベーション基盤整

備事業費補助につきまして、予算現額と収入

済額に5,207万円余の差が生じております。

これは、国の地域イノベーション基盤整備事

業が不採択となったことによるものでござい

ます。 

 30ページをお願いいたします。 

 上から３段目の産業技術センター収入につ

きまして、予算現額と収入済額に889万円余

の差が生じておりますが、これは、国等の提

案公募型事業において、採択となった提案が

予定より少なかったことによるものでござい

ます。 

 次に、一般会計の歳出でございます。 

 33ページをお願いいたします。 

 工鉱業振興費につきまして、7,318万円余

の不用額が生じております。 

 主な理由としましては、地場企業立地促進

費補助金と地域未来投資促進補助金におきま

して、事業者からの補助金申請額が見込みを

下回ったことにより生じたものでございま

す。 

 次に、34ページをお願いいたします。 

 上から２段目の産業技術センター費につき

まして、6,627万円余の不用額が生じており

ます。 

 主な要因は、歳入でも御説明しました国の

地域イノベーション基盤整備事業が不採択と

なったことに伴う執行残と、産業技術センタ

ーの運営管理費等における事務費の経費節減

に伴う執行残でございます。 

 産業支援課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○上塚エネルギー政策課長 エネルギー政策

課の上塚でございます。よろしくお願いしま

す。 

 説明資料の37ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳入でございますが、いずれも

不納欠損額、収入未済額はございません。 

 続きまして、一般会計の歳出でございま

す。 

 不用額の大きいものについて御説明いたし

ます。 

 40ページをお願いします。 

 工鉱業振興費につきまして、1,174万円余

の不用額が生じております。 

 これは、主に、備考欄の事業の概要にあり

ます阿蘇採石場防災対策事業等における事業

実績が見込みを下回ったこと及び経費節減に

伴う執行残でございます。 
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 エネルギー政策課は以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いします。 

 

○工藤企業立地課長 企業立地課の工藤でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 説明資料の41ページをお願いいたします。 

 41ページから43ページにかけまして、一般

会計の歳入を記載しておりますが、不納欠損

額及び収入未済額ともにございません。 

 42ページをお願いいたします。 

 一番上の諸収入の欄を御覧ください。 

 ２億円余の差額が生じております。これ

は、３段目の企業立地促進資金貸付金回収金

につきまして、新規貸付けの実績がなく、回

収金が生じなかったことによるものでござい

ます。 

 おめくりいただきまして、44ページをお願

いいたします。 

 一般会計の歳出でございますが、上から３

段目、工鉱業総務費に５億9,354万余の不用

額が生じております。主なものとしまして

は、企業立地促進資金融資の新規申請額がな

かったこと、また、企業立地促進補助金にお

いて、補助金交付申請額が見込額より少なか

ったことによるものでございます。 

 45ページをお願いいたします。 

 港湾整備事業特別会計の歳入でございます

が、港湾使用料につきましては、土木部の歳

入となっており、土木のほうで記載させてい

ただいております。 

 おめくりいただきまして、47ページをお願

いいたします。 

 臨海工業用地造成事業特別会計の歳入でご

ざいます。 

 不納欠損額及び収入未済額はともにござい

ません。 

 一番下の繰越金でございますが、予算現額

と収入済額の比較の欄に３億2,445万の差額

が生じております。これは、過去の用地売却

収入等を決算に合わせて繰越金として処理す

るために生じたものでございます。 

 続きまして、49ページをお開きください。 

 高度技術基盤整備事業等特別会計でござい

ますが、不納欠損額及び収入未済額はともに

ございません。 

 一番上の財産収入の予算現額と収入済額と

の比較の欄に797万余の差額が生じておりま

す。これは、セミコンパークの土地貸付け等

が増えたことによるものでございます。 

 また、一番下の繰越金でございますが、予

算現額と収入済額の比較の欄に1,987万余の

差額が生じております。これは、昨年度の工

業団地管理費の執行残を、会計処理上繰り越

したものでございます。 

 おめくりいただきまして、50ページをお願

いいたします。 

 高度技術基盤整備事業等特別会計の歳出で

ございます。 

 一番上の段、商工費に1,467万余の不用額

があります。その主なものは、各団地の除草

など管理経費の執行残でございます。 

 続きまして、県有財産処分についてでござ

いますが、別冊の附属資料をお願いいたしま

す。 

 11ページをお願いいたします。 

 県有財産の処分でございますが、１つ目が

城南工業団地、それから、２つ目が菊池テク

ノパークについて、それぞれ区画の一部を民

間企業に売却したものでございます。 

 企業立地課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○田代国広委員長 以上で商工労働部の説明

が終わりました。 

 次に、寺野観光戦略部長から総括説明をお

願いいたします。 

 

○寺野観光戦略部長 観光戦略部長の寺野で

ございます。よろしくお願い申し上げます。 

 先ほど商工労働部長から説明があったとお
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り、新しく観光戦略部が発足いたしました。 

 観光戦略部では、観光を基軸としまして、

イノベーションの視点で挑み、確実な成果を

上げていくことを組織目標としております。 

 そのために、１つ、熊本が誇る観光資源の

磨き上げとコロナに対応した、いわゆるニュ

ーノーマルへの対応で、観光の競争力を飛躍

的に向上させます。２つ、コンパクトな部の

特性を最大限に生かし、災害復旧、復興の各

フェーズごとのニーズに対応した有効施策を

スピーディーに実行いたします。３つ、観光

のみならず、他のセクションの施策と連動

し、相乗効果を最大限に発揮する。 

 この３つの視点で、他県に先駆けた、ある

いは他県にない取組を進め、熊本の経済の再

生、振興に取り組んでまいりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 本日は、当部より、旧国際課、旧観光物産

課、昨年度で廃部となりました旧国際スポー

ツ大会推進部の決算について説明いたしま

す。 

 まず、令和元年度決算の説明に先立ち、昨

年度の決算特別委員会におきまして御指摘の

ありました施策推進上改善または検討を要す

る事項のうち、観光戦略部に関係する事項、

１点について、その後の措置状況を御報告い

たします。 

 当部と環境生活部、農林水産部に共通する

「有害鳥獣の捕獲、自然公園の施設整備等複

数の部が所管する業務について、観光や農業

等、関係各部、各課とさらに庁内の連携を図

りながら、総合的な対策を全庁的に行うこ

と。」という指摘についてでございます。 

 本日、午前の部で環境生活部から総括して

説明したところですが、当部に関する部分に

ついて、抜粋して御説明いたします。 

 昨今、自然公園は、その自然景観などの保

護目的に加え、観光の新たな資源としまして

利活用する需要が高まってきております。 

 当部としましても、さらなる観光資源の磨

き上げのため、自然公園を有効に活用するこ

との重要性を認識しているところでございま

す。 

 令和元年度におきまして、上益城地域振興

局管内の自然公園において、施設管理を行う

林務課と連携し、受入環境改善・インバウン

ド対応事業としまして、トイレの洋式化を図

ったところでございます。 

 引き続き、観光庁や環境省などの補助事業

も活用しながら、関係部局と連携し、自然公

園の有効活用による観光振興を進めてまいり

ます。 

 続きまして、令和元年度決算の概要につい

て御説明申し上げます。 

 当部の説明資料の１ページ、お願いいたし

ます。 

 令和元年度歳入歳出決算総括表をお開きく

ださい。 

 まず、歳入については、収入済額が５億

1,800万余となっております。 

 次に、歳出につきましては、支出済額が59

億4,600万円余、翌年度繰越額が1,200万円

余、不用額が２億3,700万余となっておりま

す。 

 翌年度繰越額は、クルーズ船寄港による経

済効果促進事業に係るものでございます。 

 不用額は、主に多文化共生総合相談ワンス

トップセンター事業、産業展示場災害復旧等

事業、オリ・パラキャンプ誘致推進事業など

の執行残でございます。 

 以上が観光戦略部の決算の概要でございま

す。 

 詳細につきましては、各課長から説明いた

しますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 

○田代国広委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いします。 

 

○府高観光交流政策課長 観光交流政策課の
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府高でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 まず、観光戦略部の定期監査での指摘事項

についてはございません。 

 次に、国際課の決算説明でございますが、

観光交流政策課と観光振興課を代表いたしま

して、私のほうから説明をさせていただきま

す。 

 お手元の観光戦略部説明資料の２ページの

ほうをお開きいただきたいと思います。 

 まず、一般会計の歳入でございますけれど

も、いずれも不納欠損額及び収入未済額はご

ざいません。 

 中段、太字の外国人受入環境整備交付金に

つきまして、予算現額と収入済額との差が

582万円余となっております。これは、多文

化共生総合相談ワンストップセンター事業に

つきまして、ホームページ、翻訳作業等を内

製化、自らの組織の中で行いました結果、事

業実績が執行見込額を下回ったということに

よります交付確定の減によるものです。 

 次に、４ページのほうをお開きください。 

 一般会計の歳出についてでございます。 

 主なものの御説明をいたします。 

 まず、下段の太字で諸費でございますけれ

ども、1,734万円余の不用額が生じておりま

す。 

 主な理由といたしまして、備考欄、中ほど

のほうに幾つか上げておりますけれども、国

際交流活性化推進事業、こちらにつきまし

て、海外トップセールスですとか海外要人、

ＶＩＰの来訪時の通訳の実績が見込みを下回

ったことですとか、あと、一番下の項目で

す、多文化共生総合相談ワンストップセンタ

ー事業、こちらにつきまして、当初の見込み

よりも日本人によります相談のほうが多く

て、多言語コールセンターの利用料が見込み

を下回ったといったことによる執行残でござ

います。 

 次に、５ページ上段の太字、農業総務費で

ございますけれども、548万円余の不用額が

生じております。これは、主にシンガポー

ル、香港の現地事務所の運営に要します経

費、こちらが見込みを下回ったことによる執

行残でございます。 

 同じページの下段、太字の商業総務費で

す。 

 こちらのほうは、1,867万円余の不用額が

生じております。これは、主に備考欄の中ほ

どのほうに記載しております海外展開推進体

制整備事業、それから戦略的アジアマーケッ

ト開拓事業、こちらにつきまして、複数事業

に係る海外出張をまとめて効率的にできまし

た。こういったことによる経費削減、それか

ら香港情勢が悪化したこと、それから昨年度

末から始まりました新型コロナウイルスの影

響によりまして、現地でのＰＲイベント等が

できなかったといったことによります執行残

になっています。 

 最後に、６ページのほうを御覧いただきた

いと思います。 

 観光費でございますけれども、1,064万円

余の不用額が生じております。 

 これは、主に備考欄、上から２番目、外国

クルーズ船観光客受入体制強化推進事業にお

けます委託事業の執行残、それから、同じく

備考欄、中ほどの国際スポーツ大会対策事

業、こちらの旅費委託事業の執行残となって

おります。 

 続きまして、別冊の附属資料のほうを御説

明いたします。 

 開いていただきまして、１ページを御覧い

ただきたいと思います。 

 令和元年度の繰越事業調べの明許繰越しに

ついてでございます。 

 １件だけ上げております。 

 クルーズ船寄港によります経済効果促進事

業、こちらにつきまして、八代市内へのくま

モン像設置などの寄港地としての魅力の向上

を図ります事業が主なものなんですけれど
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も、補助事業者であります八代市におきまし

て、施工箇所の選定に不測の日数を要したと

いうことで1,247万8,691円、こちらの繰越し

をお願いしております。 

 国際課については以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

○脇観光企画課長 観光企画課の脇でござい

ます。よろしくお願いをいたします。 

 私のほうから、従来の観光物産課分に加え

まして、組織改編に伴い、清算事務を引き継

ぎました国際スポーツ大会推進部の部分につ

いて説明をさせていただきます。 

 まず、旧観光物産課分の決算状況について

説明をさせていただきます。 

 説明資料の７ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳入でございますが、いずれも

不納欠損額及び収入未済額はございません。 

 主なものを説明させていただきます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 上から２段目のグローバル産地づくり推進

事業費補助についてですが、予算現額と収入

済額との差は560万円余となっております。

これは、事業実績が執行見込みを下回ったこ

とに伴う国庫補助金の減によるものでござい

ます。 

 一般会計の歳出でございます。 

 主なものを説明させていただきます。 

 飛びまして、12ページをお願いいたしま

す。 

 上段の観光費で2,126万円余の不用額が生

じておりますが、主なものとして、備考欄の

下から５つ目のポツ、ＭＩＣＥ等誘致促進事

業の補助実績減に伴う執行残、それから、下

から３つ目のポツ、熊本地震復興観光拠点整

備等推進事業などの実績が当初の見込みを下

回ったことによる執行残でございます。 

 それから、同じく同ページの下段、災害復

旧費において、9,464万円余の不用額が生じ

ておりますが、こちらは、産業展示場災害復

旧等事業の入札に伴う執行残となっておりま

す。 

 続いて、国際スポーツ大会推進部の部分に

ついて、決算状況を説明させていただきま

す。 

 13ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳入でございますが、いずれも

不納欠損額及び収入未済額はございません。 

 主なものを説明させていただきます。 

 めくりまして、14ページをお願いいたしま

す。 

 最下段のラグビーワールドカップ熊本推進

協議会余剰金についてですが、予算現額と収

入済額との差は、7,326万円余となっており

ます。これは、当初の見込みを上回り余剰金

が発生したことに伴う雑入の増によるもので

ございます。 

 一般会計の歳出のほうでございます。 

 主なものを説明させていただきます。 

 15ページをお願いいたします。 

 観光費で5,339万円余の不用額が生じてお

りますが、主なものとして、備考欄、下から

４つ目のポツ、オリ・パラキャンプ誘致推進

事業について、委託事業等の実績が見込みを

下回ったことによる執行残でございます。 

 観光企画課は以上です。御審議のほどよろ

しくお願いをいたします。 

 

○田代国広委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 まず先に、商工労働部に係る質疑を受け、

その後、観光戦略部に係る質疑に移りたいと

思います。 

 なお、質疑は、該当する資料の名及びペー

ジ番号を述べてからお願いいたします。 

 それでは、商工労働部に係る質疑はありま

せんか。 

 

○松田三郎委員 決算では定番かもしれませ
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んが、附属資料の４ページ、５ページ、増田

課長のところですね。 

 先ほど説明をいただきましたが、私、決算

の委員は久しぶりですが、大体毎年この辺は

何らかの質問なり提案があっていると思いま

すが、直近で以前私が、まだ奥園部長か磯田

部長の頃だったと思いますが、なかなかこう

いうかなり、まあ負担に感じるというか、だ

からもうどんどんどんどん不納欠損で落とし

ていったらどうですかというような、やや無

責任なお話をしたことがありまして、一部そ

ういう説明もありました。 

 まず、質問ですが、これは、多分、今５ペ

ージの４のところを見ながら聞いております

けれども、新規のこの振興資金の貸付けとい

うのは、もうないんですよね。 

 

○増田商工振興金融課長 商工振興金融課で

す。 

 現在、県が直接貸し付ける貸付けというの

は、21年が最後で、実績はその後ございませ

ん。 

 

○松田三郎委員 となると、これはちょっと

意味が分からぬ。４番の④の新たな未収金発

生防止の取組云々というのを、サービサーっ

て書いてありますけれども、これは、違約金

とか利子のことですかね。 

 

○増田商工振興金融課長 現在貸し付けてい

る先というのが、毎年の定期の、きちっと守

っていただいている、通常正常先と申し上げ

ていますが、きちっと返していらっしゃると

ころと、今回、この未収金の資料に上がって

いるような、滞ってらっしゃるところがござ

います。まだ未収金となってないところにつ

きましても、要するに、新たな未収金が発生

しないようにということで取組をしていると

いうところでございます。 

 

○松田三郎委員 分かりました。 

 先ほどの説明の中で、３番のところです

ね。分割納付中ということは、これが15件と

いうことは、まあ時間がかかって、少額では

あっても少しずつ返す、さっき非協力的とあ

りましたが、協力的な方ていうことならば、

時間がかかっても、この総額というのは少し

ずつ減ってくるという理解でいいんでしょう

か。 

 

○増田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 ４ページに３年間の推移をつけてございま

すが、28年度から29年度にかけては340万円

ほど、それから、平成30年度にかけては、先

ほどの債権放棄を除きますと、やっぱり340

万円ほど、それから、元年度にかけては、債

権放棄を除きますと880万円ほどという形

で、毎年やっぱり、その収入できる額という

のが何百万円単位でございます。それに加え

てやっぱり、未収金の額というのが20億円と

いう部分になりますので、努力はしてまいる

んですけれども、じゃあこれが全部完済して

いくかというところについては、なかなか難

しい部分はあるのかなというのが正直なとこ

ろでございます。 

 

○松田三郎委員 本当正直な答弁でいいと思

いますが、20億に対して数百万って、これ

は、部長、どうですか。例えば、毎年毎年こ

の決算委員会でも聞かれることかもしれませ

ん。今後の――もちろん、個々に努力はなさ

ってるのも分かるし、以前言いましたが、決

算委員会ではそれなりに何か厳しいことを言

う委員もいらっしゃいますんで、安易にとは

言いませんけれども、今後どうすればいいの

かなというのが、部長なりに、あるいは課長

なりにお考えがあれば。今日はあれでしょ

う、マスコミも少ないというか、言える範囲

で結構ですけれども。 
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○藤井商工労働部長 高度化資金の未収金対

策といいますのは、もうかなり年数もたって

きておりますけれども、担当班の活動という

のは、今増田が申し上げましたように、しっ

かりと公平性の観点から一つ一つ連帯保証人

先まで調べ、それに対して、債権の通知を出

しながら一個一個当たっております。 

 そういった公平性の観点からは、これはき

ちっとやっていかなきゃいけないと思います

が、今おっしゃったように、じゃあこれと効

率性といいますか、この資金回収のコストの

観点、これをどう折り合わせていくかという

のは大変悩みでございますが、実は、昨年

度、例えば、企業が再生を図るということ

で、千興ファーム、やらせていただきまし

た。これは債権譲渡という形。ですから、や

っぱり企業ごとにそれをどう判断していくか

というところと、もう一つは、どうしても難

しいと、債権整理していっても難しいという

段階の判断を最終的に詰めましたら、きちっ

とした、やはり不納欠損処理といいますか、

そういった形を取るべき段階にあるものであ

れば、動こうと思っております。 

 ただし、今見極めを、本当に難しゅうござ

いますので、そこをぎりぎり担当課でやらせ

ていただいております。 

 ただし、どうしてもやっぱり事業に失敗さ

れた方々、失敗したから返さなくていいとい

うわけじゃなくて、やっぱり資産がまた膨ら

んで、また新しい事業を始めてこられるよう

な場合もございますけれども、そこの見極め

を、関係するもの関係しないもの、しっかり

と見極めながらやっていかなきゃいけないと

感じているところでございます。 

 

○松田三郎委員 分かりました。 

 最後に、これはほかの部でも申し上げたん

ですけれども、例えば、弁護士に相談すると

か、あるいはサービサーて、一部外注なり、

別の専従班をつくるとかて。そうしないと、

なかなかやっぱり職員の方も、ほかのもとも

との仕事で忙しい、手いっぱいの中で、時間

はかかるわ、一定のコストはかかるわ、労力

はかかるわて。相手によっては、朝しか連絡

がつかないとか夜しかつかないて。職員さん

も、非常に負担が大きいんであるならば、一

部外注等もありますが、もっとそういうのを

利活用する、あるいはそれでも徴収コストが

かかるんであるならば、さっき部長おっしゃ

ったような、しかるべき時期にはある程度負

担を少なくしていく努力、これは、議会のほ

うも協力しようとは思っておりますんで、そ

ういう思い切った決断も必要になるときもあ

るのかなというのを頭の隅にでも置いて、毎

回毎回決算委員会で指摘されなくても済むよ

うにといいますか、なればいいと思いますの

で、引き続きよろしくお願い申し上げたいと

思います。 

 以上です。 

 

○西山宗孝委員 松田先生の関連質問なんで

すけれども、同じく５ページ。 

 その他という項があったと思うんですけれ

ども、先ほどの説明で、その他についてはも

う集金は中止していますというお話があった

んですが、倒産するケースとか廃業するケー

スとかいろいろあると思うんですが、先ほど

は、廃業されているから中止してますという

お話があった。ちょっとその辺りをもう少し

詳しくお教えいただければと思います。 

 

○増田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 このその他に合計で３件、状態としては徴

収停止という状況にさせていただいているも

のなんですが、徴収停止は、地方自治法に基

づきまして行っているところで、その主な要

件としましては、法人が事業停止をして再開

する見込みがないと、それで、財産が既にも
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うなくなっているとか、財産を売り払っても

費用のほうが上回るとか、そういう一定の要

件にあるものにつきまして、そういう措置を

取らせていただいているというところでござ

います。 

 

○西山宗孝委員 今３件というお話ありまし

たが、何かこれについても、集金を廃止す

る、徴収はやめるんだというところに至る場

合の審査会なり会議があるんですよね。そう

いったものに基づいて、もう金は取らないと

いうことになっているかどうかをお聞かせく

ださい。 

 

○増田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 徴収停止につきましては、現在、こちら

側、執行部のほうで判断をさせていただいて

いるものになるかと思いますが、仮に、これ

を債権として放棄するということになれば、

議会の議決をいただくということになろうか

と思います。 

 

○西山宗孝委員 まあ金額が、我々の感覚か

らしますと、この全体からすると一部かもし

れませんけれども、６億数千万という話の中

で、職員のサイドで、こういう場合には照ら

し合わせてもう集金やらないんだという話で

おしまいになるんですか。それとも、そのま

ま当面の間は回収できないものとして残すん

ですかね。不納欠損に持っていくということ

にも近くなるんですかね。その辺りはどうで

すか。 

 

○増田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 徴収停止は、積極的に取らないというだけ

の状態、それを議会の議決をいただいて、仮

に債権放棄ということになりますと、会計上

はそれを不納欠損するということになりま

す。ですので、議会の議決を経た後、この未

収金の額から落ちるということにはなりま

す。 

 

○西山宗孝委員 すみません、勉強不足で。 

 もう１つ、元年度の決算の分として今上が

ってると思うんですよね、今質問していると

ころは。例えばこの分は、今後はどういった

期間を経て――その間はどういう状況になる

のかをお教えいただきたいんですけれども。 

 

○増田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 現在徴収停止中のものにつきましては、資

産の回復が成るか成らないかというのを確認

している最中でございます。そこが、じゃあ

どれだけ成らなかったら落とす、要は債権放

棄に向かうのかというそのきちっとしためど

はないかと思いますが、その状況をきちっと

見ながら、いつ議会の議決をいただくのかっ

ていうか、議会にお諮りするのかっていうの

は考えていかなきゃいけないと思っておりま

す。 

 

○西山宗孝委員 その間は、もう徴収中止状

態だと理解していいんですかね。 

 

○増田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 その間は、今申し上げましたように、資産

の回復状況とかをつぶさに確認をしていくと

いう作業をこちらでは行っているというとこ

ろで、積極的に相手方に対してアプローチと

かしてるという状況ではございません。 

 

○西山宗孝委員 一例でお尋ねしたんですけ

れども、６億円といえども大きい金でもあり

ますし、多分苦労されてるということでさら

っとお答えいただいてるんですけれども、こ

の期間における調査なり情報なりを踏まえ
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て、可能性のある限りは、やっぱり財産の回

収になりますから、努力はしていただきたい

というように思います。 

 一応、要望としてお願いしておきます。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○本田雄三委員 関連ですみません、ちょっ

と教えていただければと思います。 

 同じく５ページで、債権回収関係の対策で

すけれども、非常に御苦労されているという

ことは認識しております。 

 その中で、サービサーの利用というか、活

用が書いてございますけれども、このサービ

サーは１社だけなのでしょうか。それと、大

体何件ぐらい対応しておられるかがもし分か

ればと思いまして。よろしくお願いをしたい

と思います。 

 

○増田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 昨年度のこのサービサーの使い方としまし

ては、中小企業基盤整備機構、これは一緒に

高度化資金を出している機構になります。こ

こが、債権の調査、アドバイザリー業務とい

うことで、要するに、サービサーを使って、

そういういろんな調査なり資金回収の方策な

りを検討していくようなサービスを行ってお

ります。そういうものを使いまして、今現在

やっているということになります。 

 そこに携わってらっしゃるサービサーとし

ては、その中小機構の資料を見る限りでは、

現在３社ほどあるということになります。 

 それと、昨年度、サービサーを利用したっ

ていうのは２件でございます。これは、事例

に応じまして、必要なときにそういうサービ

スを使わせていただこうということで今やっ

ております。 

 

○本田雄三委員 サービサーの活用は効果的

だとは私も思っておりますけれども、基本電

話交渉だと思っておりますので、どこで見極

めをつけるかは分かりませんけれども、件数

が２件で、これを解消したのであればよろし

いかと思うんですけれども、本格的にするの

であれば、やっぱりサービサーあたりもっと

活用して、件数がもっとあったほうがいいの

かなという気はするんですけれども、やっぱ

り専門的に知識を持って交渉されると思いま

すので、職員の方の手はかなり繁忙だと思い

ますので、そこら辺の活用、２件ではなくて

もっと活用ができれば、効果的に使ったほう

がいいかと思いますので、御要望したいと思

います。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

――なければ、これで商工労働部に係る質疑

を終了いたします。 

 引き続き、観光戦略部に係る質疑を受けた

いと思います。 

 質疑はございませんか。 

 観光戦略部はまだできたばかりだけん、今

から先のやっぱり将来についての展望あたり

を……。 

 いいですか。 

 

○小早川宗弘委員 じゃあ、すみません。商

工労働部のこの本資料の29ページ。 

 

○田代国広委員長 商工だろ。 

 

○小早川宗弘委員 商工です。 

 

○田代国広委員長 じゃあ、逆戻り。 

 

○小早川宗弘委員 すみません。29ページの

地域イノベーション基盤整備事業。 

 これ不採択になったというふうなことで、

非常に重要な、これは整備事業ではないかな

というふうに思いますけれども、今後のその
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展開というのはどういったことを考えていら

っしゃるのか、具体的な、ちょっと詳細な事

業の内容等、そこもちょっと教えてくださ

い。 

 

○大下産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 こちらの地域イノベーション基盤整備事業

でございますけれども、昨年度、国のほうか

ら、技術革新が急速に進む中でも、地域企業

によるイノベーション創出、生産性向上が進

むよう、公設試、大学等による企業支援体制

構築に資する先端設備の導入、人材育成を支

援するべく構築された事業でございまして、

そちらのほうに、当県の産業技術センター並

びに鹿児島県のほうの公設試と一緒に手を挙

げたところでございまして、中身について

は、セルロースナノファイバーといった、素

材の活用といったところで手を挙げさせてい

ただいたところなんでございますけれども、

残念ながら不採択になってしまったというと

ころでございます。 

 産業技術センターのほう、現在も、セルロ

ースナノファイバーの技術開発というのは、

県内企業さんと協力しながら行っております

ので、引き続きこういったところにはしっか

り取り組んでいきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 

○小早川宗弘委員 分かりました。 

 

○田代国広委員長 それでは、いよいよ商工

労働部はこれで質疑を終わります。 

 続きまして、観光戦略部に係る質疑はござ

いませんか。 

 

○松田三郎委員 令和元年度の決算でしょう

けれども、この委員会はですね。そういう意

味では、すみません、今年度途中で新しく組

織になったわけでしょうから、その前提とし

てちょっとお伺いしたいのは、当初予算で―

―この前ですね、商工観光労働部て言ってい

たときの、例えば、旧国際課の予算とか旧観

物の予算とかいうのをこっちへ移して、あと

関係のあるのも引っ張ってきて、観光戦略部

の各課の事業っていうのは、これから３月ま

ではそれで進めていくということなんですか

ね。 

 

○寺野観光戦略部長 今おっしゃるとおりで

ございます。 

 

○松田三郎委員 これまた令和元年度の決算

の委員会で言うのもなんですが、冒頭の寺野

部長の意気込みの中で、中段ですけれども、

他県に先駆けた、あるいは他県にない取組を

というのを、まあ今大体こっちの部のときに

決めた予算ではなかなか難しいのかなと思い

ながら聞きましたが、意気込みとして、ある

いは年度当初にはちょっと予測できなかった

もんを新しい部の中でやろうというようなこ

ともあるのかなと思いますので、その辺の意

気込み、ちょうど年度で言いますと、令和２

年の３月ぐらいまでなら、例のコロナの影響

も既にあったと思いますし、観光の分野、今

私、観光物産議員連盟の会長もいたしており

まして、観光は裾野が広いっていう話をして

おりましたが、その分やっぱりマイナスの影

響のときにも、逆に、裾野が広いがゆえに影

響を受ける産業も多いのかなと思いますけれ

ども、そういった３月までにももちろん、令

和元年度にも影響あっただろうし、引き続き

今も観光の分野はいろいろな影響があってる

んだろうと思います。 

 そういう意味では、ちょっと、何回も言い

ますが、令和元年度決算の委員会ではありま

すが、新しい観光戦略部において、ここに、

他県に先駆けて、あるいは他県にない取組を

進めるという意味では、観光の分野は少しず

つでも戻ってきている、ＧｏＴｏ関係等々あ
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りますけれども、何かやっぱりこういうこと

をさらにやっていけばいいのかなというの

が、部長なり、局長なり、課長なり、何か明

るくなるような話題を教えていただければと

思います。ちょっとざっくりした質問で恐縮

でございます。 

 

○寺野観光戦略部長 今年度当初から10月12

日までは旧部でございましたけれども、その

間には、御案内のとおり、何回も補正予算あ

るいは専決をやらせていただきまして、コロ

ナあるいは豪雨を見据えた、観光戦略の基と

なるベースの観光交流、経済のときに、この

今の状況に応じた予算を対応してきたところ

でございます。 

 例えば、国のＧｏＴｏに先駆けまして、県

の宿泊応援キャンペーン、20万人を目標に10

億円を出していただきました。結果的に、６

万人の利用をいただきました。 

 おとといはちょっと記者会見をさせていた

だいたんですけれども、スマートツーリズム

と申しまして、非接触型でいろんなことをや

ろうと。その１つとしまして、企業の方がホ

テル等でテレワークをしながら、午前中働い

て、午後からアクティビティー、観光体験を

するワーケーション、これにつきましては、

県でほとんど使っておりませんで、各市町

村、国立公園内の、阿蘇地域が環境省の予算

を旅行商品の造成等に使われていまして、県

は既定の観光経費の中でうまく回す金を使っ

てやってと、そういう状況に応じながら、あ

るいは顔認証システム、顔で空港に入って、

ホテル決済して観光施設に行こうと、こうい

うのは、補正予算、専決予算の中で、次の対

応としまして、少しずつ予算で今実証事業を

始めようとしたところでございまして、キー

ワードはイノベーションと申しましたけれど

も、その中で、コロナの前から検討しており

まして、コロナが始まって加速化してきたス

マートツーリズム、あるいは、昨年、私は国

スポの部長でございましたけれども、大変な

大成功ということで、レガシーを残したいと

いうことで大きなスポーツイベントを引っ張

ってくるのもそうでしょうけれども、継続し

てやっていくようなスポーツ、例えば、今マ

ラソン大会は中止になってますけれども、生

かした場合について、走って帰るだけではな

くて、どこか温泉に入っていただく、あるい

はおいしいものを食べていただく、そういう

旅行商品とパックになったような継続的なス

ポーツをやっていきたいと。あるいは、熊本

に優位性のあるスポーツ、前回はハンドボー

ルだったんですけれども、例えば、たくさん

オリンピック選手を出しているバドミントン

など、そんなことにアプローチしながら、ま

た、コロナ後を見据えて引っ張っていきたい

なというようなことを今考えております。 

 

○松田三郎委員 部長おっしゃったように、

コロナに対応して、もしかすると今までなか

った業種なり産業が出てくるていう可能性も

あるわけでしょうし、我々、この決算特別委

員会も、まあ数字が合っている合ってないだ

けではなくて、きちっとした予算の効果的な

執行、あるいは次の年度、本年度あるいは来

年度につなげるような施策、政策を皆さんと

一緒に考えていくというのも大きな役割でし

ょうから、御自身にあったように、国際スポ

ーツを、まあ自画自賛なさいましたが、大成

功に導いた経験のある寺野部長でありますん

で、期待をしておりますんで、皆さん頑張っ

てください。 

 以上です。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○磯田毅委員 国際課の明許繰越ししたクル

ーズ船寄港による経済効果促進事業ですけれ

ども、実は、やっぱり私は地元におって、ク

ルーズ船が来ないというので非常に寂しい中
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で、どうしたら、八代港に関連してそういっ

た観光需要というのを高めていくかというの

が課題ですけれども、ただ、私個人の感覚と

しては、１～２年は多分来ないだろうという

ような予測を立てている中で、八代港のくま

モンポートですね、八代の経済効果というの

がどんなふうな、この繰越しの中で事業があ

るのか、ちょっとその点お聞きします。 

 

○川嵜観光振興課長 観光振興課です。 

 繰越しの事業の中身については、冒頭府高

課長のほうから御説明ありましたけれども、

なかなかくまモンパークのオープンができて

ない状況です。 

 要因としては、くまモンを冠とした公園と

いうことで、今現在コロナウイルスが非常に

増減を繰り返している中で、まず徹底した感

染予防対策というのを重視して、このくまモ

ンパークのオープンということにこぎ着けな

ければいけないというふうに考えてます。 

 今現在、オープン時期については、所有者

のロイヤル・カリビアン社と地元経済界、そ

れから八代市さんとの協議を行っております

ので、こちらについては、決定次第公表させ

ていただきたいと思っております。 

 それと、このくまモンパークがオープンし

て、それが八代の経済効果にどう波及させる

かというところですけれども、今回のこの繰

越事業の中には、単なるくまモンファニーチ

ャーの整備だけでなくて、今八代市さんのほ

うで進められております周遊アプリを使っ

て、57体のくまモンを周遊して、八代市内を

観光、周遊できるような仕組みのキャンペー

ンを今実施されております。２月までですけ

れども、これらの周遊アプリを八代市さんも

積極的に今周知をされておりますし、県とし

ても、県の観光ホームページなどで周知を図

っているところです。 

 今後、このくまモンパークの開園という

か、オープンと併せて、また、そういった周

遊アプリを使いながら、八代市の観光客の誘

客につなげていければなというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

 

○小金丸政策審議監 すみません、若干補足

させていただきます。 

 クルーズ船につきましては、確かに横浜に

停泊しましたプリンセス号とか、あるいは長

崎港で修理を受けていたコスタクルーズのイ

メージがあって、非常にクルーズはマイナス

の需要ということで言われてますが、実は、

国内を見てみますと、今日本国籍の船でござ

いますが、例えば日本郵船の飛鳥Ⅱとか、あ

るいはにっぽん丸とか、こういったものはも

う既に動き始めるということで、一般の公募

も始まっております。 

 そういう中で、申込みも上々だという話も

あってございますので、まずは、国内の船が

動き出したということで、日本国民が乗り始

めるということなものですから、そちらのほ

うへの誘致とか、あるいはそういった船社を

中心にしたファムツアーというか、視察ツア

ーでございますが、そういったものを具体的

に今後計画していきたいと思っております。 

 

○磯田毅委員 期待が大きかっただけに、八

代市民の方はがっかりというような状況です

ので、なるべく早くそういった明るい状況が

開けるように頑張っていただきたいと思いま

す。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○池永幸生委員 先に、１ページの歳出のと

ころですけれども、予算現額が決められたに

もかかわらず、支出済額が２億ぐらい余るよ

うな形で使われた。 

 熊本県の場合、観光県というような位置づ

けもしますので、やはり現額を決めたなら
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ば、不用がないような使い方はできなかった

かなということと、もう一つは、14ページで

すけれども、すみません、ちょっと教えても

らっていいですか。 

 振興宝くじの助成金で、ここに2,000万で

すかね。この増えているのは、これは、計画

的にやられた上で、どういった形で増えてい

ったのか教えてもらうならばと思います。 

 

○脇観光企画課長 まず、２つ目のほうを先

に説明させていただきますけれども、14ペー

ジのスポーツ振興くじ助成金のほうにつきま

しては、当初予定していたよりも支援が大き

く出てきて、おかげで県立体育館のＬＥＤな

んかを改修させていただく費用に充てさせて

いただいております。ですので、執行として

は、非常に適切に行わせていただきました。 

 １つ目も、不用額がちょっと２億3,000万

ぐらいあるということなんですけれども、こ

れについては、ちょっと大きなエキスが幾つ

かあるんですけれども、大きいものでいきま

すと、例えば12ページ、産業展示場の３の災

害復旧で9,400万ぐらい出させていただいて

ますけれども、こちらもグランメッセの改修

工事ということで、令和元年でずっと進めて

はおったんですけれども、例えば、12月時点

での工事進捗が非常に低くて、工事内容の変

更に対する見込みが立たなかったために、本

来ですと２月補正で一部減額も検討したんで

すけれども、いわゆるどれぐらいの復旧で、

どれぐらいお金が要るのかというのがまだ２

月時点ではっきりしなかったこともありまし

て、基本的にはそのまま確保して、２月補正

で落とさずにこういった形でちょっと大きく

出てしまったというのが一番大きなところで

ございます。 

 それと、大きいところでいきますと、15ペ

ージの観光費でございますけれども、女子ハ

ンドとオリ・パラのやつでございます。 

 このオリ・パラとスポーツのやつですけれ

ども、例えば、このオリパラのキャンプ誘致

に関しましては、例えば、聖火リレーに関す

る委託業務の入札残がありましたりとか、基

本的には入札残、執行残というところでもご

ざいます。 

 特に、ラグビーワールドカップでは、やっ

ぱりスタジアム改修に伴っての工事請負費が

866万ぐらい出てしまったとか、そういった

ところでの入札残の積み重ねで、最終的にち

ょっと２億ぐらいになってはおりますけれど

も、大きいところは、その２つというところ

でございます。 

 以上でございます。 

 

○池永幸生委員 特に、社会情勢の中でコロ

ナがはやったり、また、外国のインバウンド

がなくなったりというのもあるかもしれませ

んが、せっかく予算組まれたならば、もっと

適正に使ってもらいたいなと思います。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 せっかく観光戦略部ができたわけでござい

ます。熊本県が、御承知のように、観光立県

くまもとを標榜している以上は、極めて重要

な役割、部署になるというように思っており

ます。 

 私、先般、日曜日に阿蘇のほうに、10時８

分の大津駅から乗ったんですけれども、やっ

ぱり日曜日でしたからでしょうけれども、結

構お客さんが多くてですね。阿蘇の道の駅に

行って、お土産物でも買おうと思って握った

んですけれども、レジで並んでいるもんです

から、面倒くさいのは好かんもんですから、

戻して買わずに帰ったんですけれども、非常

に多うございまして、帰る電車はいささか、

まあＪＲさんにちょっと言いたいことがあっ

たんですけれども、行くとき、スイッチバッ

クも割と速いんです、今のは。ディーゼルだ

からですかね。すっすっすっと上がっていっ

たですもんね。ああ、これは気持ちいいなと
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思いながら行ってきたんですけれども、そし

て、その後また復旧ルートもできまして、非

常に急激に阿蘇の観光が、利便性が極めて高

まりまして、将来的に非常に有望な観光地と

してなってくるのは間違いないし、それだけ

にまたより阿蘇の観光を磨き上げることが、

熊本国際空港が目指す620万人構想にも大い

に関連してくるだろうと思いますので、そう

いった点を含めて、やっぱり阿蘇の観光の磨

き上げに、阿蘇の担当者とも常にそういった

戦略を練られているかと思いますけれども、

いろんな方々の知恵をいただきながら、阿蘇

をいかにして有効に活用するかが熊本国際空

港の運営会社にとりましても大きく関連する

と思いますので、今後は阿蘇の自治体とかあ

るいは関連する株式会社や国際空港運営会社

とも連携を取りながら、最善策を設けて、ぜ

ひ観光立県くまもとのためにも役立つように

努力をしていただきますように要望しておき

ます。 

 

○髙木健次副委員長 先ほど、いろいろお話

が出ているように、観光、非常にこの観光政

策ということで、こういう部ができて、大変

熊本の観光戦略にいいことだなと思いますけ

れども、特に、さっきクルーズ船の話が出

て、だんだん回復の傾向にあるということで

すが、航路、国際線ですよね。外国航路、航

空路線、ずっとラオス辺りも今中断してる

し、国際線も、非常に倒産をしたり、運航を

やめたというようなところで、大変インバウ

ンド、アウトバウンドに大きな影響力を与え

てると思うんですよね。 

 だから、この観光戦略部ができたばかりで

すから、今の状況でどうとも言えませんけれ

ども、来年のやっぱり決算にいろいろと右肩

上がりで反映できるように、特に観光、イン

バウンド、アウトバウンド含めて、その取組

をやっぱり、このようなコロナ禍の状況だけ

れども、来年はオリパラもあるし、その辺を

含めてしっかりと取り組んでいっていただき

たい。 

 これは、決算委員会での意見のような形に

なりますけれども、来年の決算委員会にいい

結果が出るようにお願いしたいというふうに

思います。 

 要望です。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○西山宗孝委員 一番最初、観光戦略のほう

に新しい部として、松田先生のほうからもお

話があったんですけれども、それに関連し

て、新しい部として、新年度といいますか、

来年４月からは新年度を迎えると思うんです

けれども、先ほどおっしゃったスポーツのイ

ベントとか世界大会等々あって、いろんなフ

ァクターが混じって観光、熊本を盛り上げて

いくというお話もありました。 

 阿蘇も天草も県南も、よく八代出るんです

けれども、そこだけではなくて、熊本県全体

にはたくさん宝物も埋まっている。しかしな

がら、市町村から、必ずしも県にこういうの

でこうやりたいという話が全て上がってはこ

ないと。そういう意味では、県のこの観光専

門の部局ができたわけですから、熊本県を俯

瞰的に見て、そして、新しい観光戦略もおい

おいつくられると思いますので、ぜひとも、

そういった熊本県全体を見て、いろんな分野

でネットワークしながら進めて、地域の元気

を上げていっていただければと。 

 すみません、意見として、要望として言わ

せてもらいます。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

――なければ、これをもちまして商工労働部

及び観光戦略部の審査を終了いたします。 

 次回の第５回委員会は、10月20日火曜日の

午前10時から開会し、農林水産部、土木部の

審査を行うこととしておりますので、よろし
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くお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。 

  午後２時30分閉会 
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